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平成20年５月橋本市議会臨時会会議録（その２） 

平成20年５月８日（木） 

                                          

（午前９時30分 開議） 

○議長（中上良隆君）ただ今の出席議員は23

人で定足数に達しております。 

                     

○議長（中上良隆君）これより平成20年５月

橋本市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今臨時会に出席の説明員については、お手

元に出席説明員表を配付いたしております。

なお、去る３月定例会以降、当局の人事発令

により新しく就任し、本日出席の説明員を紹

介願います。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）去る４月１日の定

期異動において説明員の変更がありましたの

で、ご紹介いたします。 

 まず、議員より向かって左の席より、総務

部長兼選挙管理委員会事務局長、中山哲次で

す。 

 市民部長、岸田茂利です。 

 健康福祉部長、森本健二です。 

 経済部長兼農業委員会事務局長、山本重男

です。 

 建設部長、樽井豪男です。 

 幼保一元化推進室長、前田彦尚です。 

 それから、右の席に移りまして、病院長の

山本勝廣です。 

 教育次長の西本健一です。 

 上下水道部長、上田敬二です。 

 監査委員事務局長、池田清次です。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）この際、諸般の報告を

いたします。 

 市長から、平成20年５月７日付橋総第22号

をもって、本日招集の市議会臨時会に提出す

る議案14件が送付されております。議案はお

手元に配付いたしております。これを今会期

中にご審議願います。 

 次に、平成19年度繰越明許費繰越計算書の

報告がありましたので、その写しを配付して

おります。 

 次に、平成20年５月７日付橋総第23号をも

って市長専決処分事項の報告があったので、

その写しを配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中上良隆君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において２番 阪本君、

７番 中谷和史君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 会期決定について 

○議長（中上良隆君）日程第２ 会期決定に

ついて を議題といたします。 

 お諮りいたします。今臨時会の会期は本日

１日といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定いたしまし

た。 

                     

 日程第３ 承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成19年度橋本市一般会計補

正予算（第７号）について） から、日程

第16 選第１号 橋本市固定資産評価員の

選任について までの14件 
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○議長（中上良隆君）日程第３ 承認第１号 

専決処分事項の承認について（平成19年度橋

本市一般会計補正予算（第７号）について） 

から、日程第16 選第１号 橋本市固定資産

評価員の選任について までの14件を一括議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）皆さん、おはようござ

います。 

 市議会臨時議会開会にあたりまして、一言

ごあいさつを申し上げます。 

 議員の皆さんには、何かとご多忙の中、ご

出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。陽光やわらかく降り注ぐ大変過ごし

やすい好季節となってまいりました。早いも

ので、新年度も１カ月余りが過ぎました。今

年度も議員各位の高所からのご意見、ご指導

を賜り、誤りのない行政運営を行ってまいる

所存でございますので、どうかよろしくお願

いを申し上げます。 

 それでは、提出議案につきまして申し上げ

ます。 

 市議会臨時会に上程しております各議案に

ついてご説明を申し上げます。 

 本議会には市長専決処分を行った平成19年

度橋本市一般会計補正予算など、予算の承認

案件５件のほか、控訴の提起や条例の一部改

正についての承認案件が７件、工事請負契約

の締結についての議案が１件、橋本市固定資

産評価員の選任案件が１件、合計14件を上程

させていただきました。 

 まず、承認第１号は、平成19年度橋本市一

般会計補正予算（第７号）であります。 

 本補正予算は、歳入において３月定例市議

会以降に確定した市税、地方譲与税、地方交

付税、配当割交付金など各交付金の増減額を

それぞれ補正するとともに、その増収額相当

分を減債基金及び地域開発整備基金繰入金で

減額することとし、歳入予算の調整を行って

おります。 

 また歳出では、時間外勤務手当の予算組み

替えを行うとともに、事業の進捗状況により

繰越明許費の追加・変更の必要が生じたため、

あわせて補正したものであります。 

 次に、承認第２号は、平成19年度橋本市国

民宿舎特別会計補正予算（第３号）でありま

す。 

 本補正予算は、既に平成19年度中に予算化

されている国民宿舎紀伊見荘改修工事におい

て、事業の進捗状況により事業費の一部を翌

年度へ繰り越す必要が生じたため、繰越明許

費を追加するものであります。 

 承認第３号は、平成19年度橋本市病院事業

会計補正予算（第５号）であります。 

 本補正予算は、病院事業会計における不良

債務を計画的に解消するため、和歌山県市町

村振興資金の病院健全化債を借り受けること

から、地方債補正として借入限度額を定める

ものであります。 

 次に、承認第４号は、控訴の提起について

であります。 

 この案件は、平成15年に発生した架空の生

活保護支援システム等導入事件に関し、本市

に使用者責任があるとして協同リース株式会

社から損害賠償請求が提起され、去る４月21

日に大阪地方裁判所で判決が出されたもので、

この判決に対し事実認定及び法律上の判断に

誤りがあると思われるので、上級審に提起す

るものであります。 

 承認第５号、平成20年度一般会計補正予算

（第１号）は、承認第４号の控訴の提起によ

り必要とする供託金や裁判諸費用を補正した

ものであります。 

 また、承認第６号、平成20年度病院事業会
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計補正予算（第１号）は、平成11年11月５日

に発生した医療事故について、平成20年３月

７日に大阪高裁で医療訴訟における判決が出

されたことから、損害賠償額を特別損失に、

また損害賠償額に対する保険金を特別利益に、

それぞれ予算計上したものであります。 

 承認第７号は、橋本市事務分掌条例の一部

を改正する条例についてであります。これは、

平成20年３月定例会以降に公共下水道雨水事

業等を建設部から上下水道部に所管替えをす

る必要が生じたことに伴い所要の改正を行う

ものであります。 

 承認第８号は、橋本市指定訪問介護事業及

び指定居宅介護支援事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例についてであります。

これは、後期高齢者医療制度の創設等を内容

とする健康保険法の改正に伴う所要の改正を

行うものであります。 

 承認第９号は、橋本市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてであります。

これは、後期高齢者医療制度の創設により、

平成20年度地方税法施行令が一部改正される

ことに伴い、74歳までの方を対象として国民

健康保険税に後期高齢者支援金等の費用が新

設されるため、橋本市国民健康保険税条例の

一部を改正するものであります。 

 承認第10号の橋本市税条例の一部を改正す

る条例、承認第11号の橋本市都市計画税条例

の一部を改正する条例及び承認第12号の橋本

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

については、いずれも地方税法の一部を改正

する法律が平成20年４月30日から施行された

ことに伴う所要の改正を行うものであります。 

 承認第１号から承認第３号まで及び承認第

７号から承認第９号までにつきましては３

月31日に、承認第４号及び承認第５号につき

ましては４月21日に、承認第６号につきまし

ては４月15日に、承認第10号から承認第12号

につきましては４月30日に、いずれも急施を

要したため、地方自治法第179条第１項の規定

に基づき、それぞれ専決処分をしたもので、

同条第３項の規定による議会の承認を求める

ものであります。 

 議案第１号は、工事請負契約の締結につい

てであります。これは、高野口こども園新築

工事の施行のため、制限付一般競争入札を執

行しましたところ、株式会社淺川組が落札し

ましたので、請負契約を締結するにあたり、

議会の議決を求めるものであります。 

 選第１号は、橋本市固定資産評価員の中山

哲次が平成20年５月１日付で橋本市固定資産

評価審査委員会事務局長に任命されるにあた

り、平成20年４月30日をもって辞任しました

ので、新たに清原雅代を選任いたしたく、地

方税法第404条第２項の規定により議会の同

意を求めるものであります。 

 以上、承認12件、議案１件及び選１件につ

いてご説明を申し上げました。議員各位には、

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますよう、

お願いを申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（中上良隆君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより、承認第１号について質疑を行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第１号については、会議規則第37

条第３項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 



－4－ 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成19年度橋本市一般会計補正

予算（第７号）について） を採決いたしま

す。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第２号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）この国民宿舎の繰り越

しなんですけども、756万円ですか、繰り越さ

れております。これに関しまして、どういう

理由で繰り越したのか、またそしてこの国民

宿舎である紀伊見荘に関しまして、今、橋本

行政のほうもバックアップはしているという

ことなんですけども、どれだけの利益を上げ

ているんかという部分も教えていただきたい。

というのは、今度、新しく、よく市長がおっ

しゃっています、またホテルが、ルート21で

したかね、そういうものが来れば、どうして

も客との取り合いになる。本当に一部ではバ

ックアップしているけども、一部では新しい

ものをつくっていく。本当におっしゃられる

費用対効果を考えたときに、市長がおっしゃ

られる、これでいいのかと。そういう部分で、

私は別に新しいホテルが来るのは悪いと言い

ませんけども、本当に利益が出ない、市民に

とって利用価値が少なくなっているときには、

やはり行政としては決断という形の中のこと

を考えていかなあかん部分も、新しいものを

生み出すときには、そういうことも一緒にな

って考えていかなあかん部分があると思いま

す。その辺のところ、ちょっとご答弁願えま

すか。 

○議長（中上良隆君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）ただ今のご質問に

お答えいたしたいと思います。 

 この繰越明許になった理由でございますが、

これにつきましては、バリアフリー化のため

に設置する昇降機が受注生産でございまして、

そのために３カ月の日数がかかるということ

でございます。ということで、繰越明許をさ

せていただきました。 

 それと、国民宿舎の収入でございますが、

平成18年度につきましては１億8,213万1,703

円、それから平成19年度につきましては、少

し減っておりますが、１億7,258万4,823円と

なっております。 

 それから、今後の課題というんですか、し

ていかなければならないことにつきましては、

国民宿舎の営業活動を積極的にする必要性と、

それから接客や調理部門、味とか質を改善し

ていくという努力をしていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）平成18年度、19年度、

売り上げも落ちているということの中で、私

は役所が、先ほど言うたようにバックアップ

するんであれば、それなりの理由が、別にも

うけは度外視してでも、ここは歴史的な部分

とか、昔からの本当に市民の憩いの場である

とか、公園もしかりですけど、そういうこと

に関しては、僕は必要であるからやったらい



－5－ 

いと思うんですよ。ここの、じゃ、紀伊見荘

に対して、行政は何を求めているんか、市民

の人は何を求めているんか、そこのところを

しっかりして、今おっしゃったように営業活

動、味、質、これ、ここ、営業して何年やっ

てますの、この国民宿舎ができてから。こん

な根本的なこと。これなんか僕からいうたら、

ただの今の言いわけしかないんですわな。だ

から、これは本当に、じゃ、一つ一つ聞いて

いったら、どういうふうな味づくりするんで

すか、どういうふうな質を変えるんですかと

いう、こういう計画は僕、多分、出されてい

ないとは思うんですよ。言うてるだけでね。

まあ、それはそれでいいんですけど、要は言

うてるように新しいホテルができるんですよ

ね。非常に期待しています。というふうにな

ると、どうしてもそれによって国民宿舎、紀

伊見荘に泊まる人とホテルに泊まる人が全然

違うんであれば、カラーを変えるんであれば、

僕はもう別に全く問題ないんですよ。だけど

も、泊まるとこがないから、国民宿舎がいっ

ぱいやから、紀伊見荘がいっぱいやから、新

しいビジネスホテルを建てて、そこへも客を

流すという部分の発想であるんか、しっかり

橋本に来てくれる人をちゃんとしたとこへ泊

まらせて、それをなおかつ発展のために持っ

ていく、それは国民宿舎は国民宿舎として、

そういうふうにファミリー向けだとか、そう

いうふうな部分での計画性があるんかどうか

ということをなかったら、本当にいつまでも

ここへ、こう、お金を突っ込む、どこの担当

も全部予算削減できているんですよね。厳し

い経営を迫られているんですよ。そういうと

きに、やっぱりある程度、決断というもんも

大事になってくるんかなと思ってます。２年

や３年のところでしたら、これからいろんな

改善という形で、今の説明も、じゃ、頑張っ

てくださいで、私は質問を下げたいんですけ

ども、長いでしょう。長ければ、いいとこと

悪いとこが出てくるんですよ、見えるんです

よ。それの部分に対して、行政はどうかんで

いくか、絡んでいくか、指導していくか。そ

れができなかったら、行政は予算を外します

というぐらいの厳しい部分が、答弁としてい

ただきたいんですよ。ですから、その辺のと

こ、もう少し、行政側としてどういう指導を

していって、国民宿舎は橋本市において市が

応援するためにどういう位置付けで、この国

民宿舎を考えているか。その辺のところの答

弁、よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）確かに今、ご質問

のとおり、大変難しい問題だと思っておりま

す。この新しいビジネスホテルが来ることに

よりまして、国民宿舎の位置付けとか、そう

いったものが変わってくる、宿泊者がビジネ

スホテルへ流れていく、その中で行政として

どういうことができるのかというのは非常に

難しい問題だと思います。また、それを解消

する一つの方法としてなんですけども、自然

を生かしたものとか、あの一帯の地域にしか

ない何かを求めていくとか、いろんな方法が

あると思うんですけども、その辺を生かした

ものにしていきたいと。行政として何ができ

るのか、確かに難しい問題であるし、困難な

ことだとは思いますけども、一生懸命にやっ

ていきたいと思っております。回答になった

かどうかもわかりませんけども、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第２号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第２号 専決処分事項の承

認について（平成19年度橋本市国民宿舎特別

会計補正予算（第３号）について） を採決

いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第３号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第３号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第３号 専決処分事項の承

認について（平成19年度橋本市病院事業会計

補正予算（第５号）について） を採決いた

します。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第４号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第４号については委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第４号 専決処分事項の承

認について（控訴の提起について） を採決

いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 
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○議長（中上良隆君）次に、承認第５号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第５号については委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第５号 専決処分事項の承

認について（平成20年度橋本市一般会計補正

予算（第１号）について） を採決いたしま

す。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第６号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第６号については委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第６号 専決処分事項の承

認について（平成20年度橋本市病院事業会計

補正予算（第１号）について） を採決いた

します。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第７号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第７号については委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第７号 専決処分事項の承

認について（橋本市事務分掌条例の一部を改

正する条例について） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第８号につ

いて質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第８号については委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第８号 専決処分事項の承

認について（橋本市指定訪問看護事業及び指

定居宅介護支援事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例について） を採決いた

します。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第９号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）これ今、非常に問題に

なっております後期高齢者医療制度に関して

の市の条例改正ということだと思うんですけ

れども、まずお尋ねしたいのは、今回のこの

条例改正によって市民の方、よくあるモデル

ケースですとか、ありますよね。それぞれの、

どういった世帯で、どれぐらい負担が変わる

のか、この条例、いろいろ細かい数字、出て

いるんですが、試算されたケース、市民の負

担がどのように変わるのか、教えてください。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の質問の件

なんですけども、今言われたように、細かい

一人ひとりの集計というのはできておりませ

ん。ただ、ここに一応、一つとしてさせてい

ただいてありますのは、単独の１人世帯の方

で固定資産がない場合、年金受給額が80万円

の方、その方につきましては、費用が１

万5,400円で、固定資産がない場合で120万円

の年金受給額がある方が１万5,400円、それで

次に、160万円の方が１万9,500円、200万円の

方が６万8,500円となります。長寿医療として、

その方が、それが今、国民健康保険料金の一

般の今までの分の国民健康保険料金、80万円

の方は１万5,400円です。単身の場合。その方

が、同じように単身の方で長寿医療に変わっ

た場合は、７割減税がありますので、１

万3,000円に減額されます。120万円の方は１

万5,400円で、その方が７割減税で１万3,000

円に、160万円の方が、１万9,500円の方が１

万8,500円に、年金収入が200万円の方が、６



－9－ 

万8,500円の方が７万1,900円で、この時点で

逆転します。 

 あと、国民健康保険のほうのいろんなケー

スがありまして、非常に比較するのが難しい

状況でございます。例えば、１世帯に極端な

話、70歳の方と77歳の方がおられましたら、

１人だけがご存じのとおり後期高齢者医療の

ほうに行かれます。そのときの算定というの

は、国民健康保険のほうがもともと２人やっ

たやつを算定して、今度、後期高齢者医療に

行った者と、それで１人が国民健康保険に残

る者、そういうふうな比較をしていかんと出

ないということで、一人ひとりが全部、算定

の数字というのが違ってきます。ですから、

Ａという人について国民健康保険、従来と今

回は比較することは可能なんですけど、それ

をすべてやろうと思いましたら、全部でかな

りの世帯数がありまして、それをやろうと思

ったら電算が、コンピュータがなかったら非

常に難しいというようなケースになってまし

て、今のところ、一人ひとりの、全員の比較

というのができておりません。 

 以上で、ご了承、よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）これ、非常に複雑な制

度のようなんですよね。近ごろ、いろんな報

道であるんですけれども、今、部長、答弁あ

ったように、個々のケースによって非常に難

しい。また今、試算しているのは、あくまで

もこの２年間だけの話です。激変緩和措置だ

とか、そういった制度を使ってのことしか、

厚生労働省のほうも発表していません。介護

保険がどうだったのか。最初のうちと、今と

で、だんだん厳しくなってきています。そう

いった、これから先のこともあわせて市民に

対して、どれだけ負担が増えてくるのか、ま

たそれを市としてどの程度サポートできるの

か、それとともに、確実に市民の方にご理解

いただけるようにしていかないといけないと

思うんです。今の世帯の話が出たんですが、

例えば同じ年金額であったとしても、固定資

産がというような話があったと思うんですが、

子どもと一緒に同居している場合と、してい

ない場合、この年収の計算の仕方が、後期高

齢者医療と国民健康保険とで異なっておると

いうことが今、非常に問題となっていると思

います。４月１日からの実施、また15日から

年金の天引きが始まっております。市民の方

も相当混乱されておると思うんですが、この

国の制度を、今ここでどうこう言っても無理

なのはわかっているんですが、市民の方たち

に、どのように、個々にというと難しいんで

しょうけれども、今後これだけの負担が増え

てくるんだと。さっき、低所得者はマイナス

に、安くなるというような感じの答弁に受け

取れたんですが、実際のところ、個々のケー

スで見ると、決してそうではないということ

が今、国会の議論の中でも明らかになってき

ています。行政として、一体何ができるんで

すか、市として。市民の方に、これは国のや

っていることやから、どうしようもない、つ

いていかないと仕方ないと。それはそれでわ

かるんですけれども、どのようにご理解をい

ただけるように、方法なりをしていかれるお

つもりなのか、答弁願います。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）もう、この後

期高齢者医療に入る前に、以前、２月、３月

だと思います。市の広報に後期高齢者医療の

仕組み等は載せさせていただいております。

また、各地域、公民館へ回らせていただきま

して、参加人数は少なかったんですけども、

これの説明会を開かせていただいております。

また、各地域のほうから、老人会また自治会

のほうから、個別のほうに人が集まるんで、

後期高齢者医療の件について説明していただ



－10－ 

けませんかということであれば、うちの担当

のほうから日程、日時が合えば協議し、行か

せていただいております。また、窓口、電話

での対応も、かなり頻繁にかかってきており

ます。今は、ちょっと落ちついておりますけ

ども、以前はかなり窓口、電話の対応が、も

う鳴りっ放しというような状況で、そのとき

に、ここにあるんですけども、20年度の国民

健康保険税についてということで、こういう

ような計算の仕方という形でマニュアルをつ

くってありまして、これを渡させていただく

と同時に、これに基づいて、こないなります

よということで、窓口に来られた方につきま

しては説明させていただいていると。それで、

健康福祉部は、私たちは市として何ができる

んなということ、議員のご質問でございます

けども、私どもの窓口に来られた方に懇切丁

寧にご理解をいただけるように、きちんと説

明していくということが、今の私たちにでき

る仕事だと思っております。 

 以上です。ご理解、よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）関連してですけども、

実態把握というのは、なかなか難しいという

ことだと思うんですけども、やはり橋本市と

して、本当に市民の立場に立った行政からい

きますと、本当に、この後期高齢者医療制度

が導入されて、市民がどうなったかという実

態把握というのは、大変大事だと思うんです

よ。だから、その辺、もっと市民の側に立っ

た立場でしたらんと、相談に来たら説明しま

すという、そういう受け身的な行政じゃなし

に、もっと能動的な態度といいますか、橋本

市民がどういう影響を受けとるんかというこ

とを、本当に親身になって、やはり調査をし

て、データを持った中で市民と対話していく、

話し合い、説明していくという、そういうこ

とが特に一番大事かなと思うんです。国の施

策なんで、国はええかげんに大きなところで

ぶち上げてますけども、地方自治体は直接、

市民と密着していますんで、その辺を、やは

りもっと親身になったデータをとって、それ

に基づいて対応していくという、説明をして

いく、それが大事かと思うんですけども、そ

の辺、今後、とりあえず市民から苦情、出て

きたら相談したらええわというような態度で

いくんか、その辺ちょっと答弁願いたいです。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の質問なん

ですけども、私も国会のほうでそういうふう

なことがありました。民主党の方が厚生労働

大臣に根拠になる積み上げはないんかという

形で、それは１回調べますと言うたんですか

ね、何かそういうような形で答弁されたと思

います。本市の場合については、４月１日現

在で、後期高齢者医療の対象者が7,602人いて

ます。これは、あくまで４月１日現在なんで

すけども。その方の一人ひとりのデータの突

合というのは非常に難しい面があります。実

際にやれれば一番いいんですけども、その資

料 等 を 持 っ て で き れ ば い い ん で す け ど

も、7,602人の方を、これを一人ひとり、旧の

国民健康保険から今度、後期高齢者医療にな

った場合、どれだけ金額上がるんかというた

ときは、非常に難しい面ありまして、私も一

応検討したんですけど、今のとこちょっと難

しいと。ただ、先ほども言いましたように、

パターンをいろいろつくって、そういう人に

ついて、このようになりますよというような

ことであれば可能かなと思っておりますけど

も、一人ひとり、全部違います。例えば、被

用者保険、社会保険に入っている方、共済に

入っている方、その家族についても６人家族

のうち国民健康保険に入っている方もおられ

ますし、被扶養者の扶養家族になっておられ
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る方がおられます。そのパターンが全部違っ

てくるんで、一人ひとり、全部、今のところ、

そういうふうなコンピュータがございません

ので、手作業でやっていかんなんと。非常に

事務量が増えて、今の時点でも、かなりいろ

いろ大変な時期に、それを同時にやっていく

ということは非常に難しい面がありますので。

確かに今、議員が言われたとおり、市民の方

が困惑しているのが現状でございますので、

そういう今度、広報にいろんなパターンを載

せて、ご理解できるようにしていきたいと、

その程度であれば、今の事務の体制でもでき

るんじゃないかと思っておりますので、ご理

解のほう、よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）7,600人という数を、す

べて把握せいというのは大変、それをやって

いただくのが本当に親切な行政やと思うんで

すけども、今聞いとったら、なかなか難しい

ということだと思うんですが、その中で、も

うできる限り細かなパターンを、やはり出し

て、それを広報なり、いろんな形の中で、や

はり市民に知らせていくという、大ざっぱな、

先ほどの13番議員に説明にあったような、大

ざっぱな、どこにでも新聞に載っているよう

なパターンじゃなしに、実際の橋本市民の中

でのパターンを、できるだけ細かく出して、

市民に知らせていくということをぜひともお

願いいたしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）市長にお伺いします。 

 これは国会のやりとりを見てても、あるい

は県会、今の市議会、市職員、担当職員、い

ろんなお話を伺っていても、なかなかわかり

にくい。私の両親が90歳で亡くなって、父が、

母が今86歳でおりますけど、これから高齢化

社会になったら、とてもやないが、そういう

人たちに、何ぼ理解せいというても無理な話

なんですわ。こういう制度自体が、やはり欠

陥がある。市当局としては、国の事務、県の

事務を、いろいろ引き受けておられるんです

けども、国に対して何らかのルートを通じて、

こんな制度あかんでと改善を求めることをお

願いしたいんですけど、市長のお考えはいか

がですか。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）松浦議員の質問にお答

えしたいと思います。 

 本当に、この高齢者の増加というのか、そ

ういう中で、日本全体の医療制度が、医療費

が32兆円なんなんとしておるのが現実でござ

いますし、毎年１兆5,000億円から２兆円、32

兆円が現在あるわけでございますけども、そ

ういう中で、非常に困っておると、国自体が

ね。それで、こういう新たな高齢者医療制度

というような仕組みが発生してきたわけであ

りますけども、我々も、やはり基本的には県

の後期高齢者の広域連合もございまして、そ

ういう中での議論もしてございますし、市長

会でもしておるわけでございますけども、ま

ずスタートして、そして改善すべきところは

改善していくという、今はまだ完結型という

んじゃないと思うんで、もう少し様子を見て

対処していこうやないかということで、我々

もいろいろ議論はしておるのは確かでありま

す。ただ、きのうも伊都の医師会の会長とも

話し合いを、このことについて申し上げてお

るわけでございますが、市として、そうした

ら何ができるか。医師会としては、どないご

無理を願えるかというようなことも、きのう、

もう大分、１時間ほど議論しとるんです。こ

れは、基本的には、もう制度やから、制度に

のっとってやっていかざるを得ない。しかし、

我々としては、やはりそういうメタボリック

シンドロームという2,000万人、全国におられ
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るという中から、橋本市でも、やはり相当お

るわけでございますので、そういう人を中心

に、とにかくそういう特定健診を、もう半強

制的にやっていく。あるいは、それの健診の

結果を、どんどんとそれの診察をしていただ

くんですが、きのうも医師会の会長とも話し

てしたら、こういうことをやれば、これだけ

の金額と出てくるんですよ。それで、きのう

も折半というんですか、医師会も協力いただ

いて、数字で言うのは語弊がありますけども、

数百万円ほど、これぐらいの受診率があると。

そしたら、これだけほどが、ひとつ医師会で

皆、協議した上でサービスしていこうやない

かとか、具体的にね。それは、市としては、

そういうことの細かいことまで今入り込んで、

我々もやっておるわけでございますし、結論

から言いますと、もう少し国の制度として、

まだ完結型やないと私らも判断しておるわけ

でございますので、様子を見ながら今後対処

をしてまいりたい、そう思っておるところで

あります。 

 しかし、市として何ができるかということ

も現在、担当部課とも、きのういろいろと医

師会の代表の皆さんとも議論をしておるとい

うことだけは、ここではっきり申し上げてお

きたいと思います。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）市長のお考え、今の行

動、わかりましたけれども、これは、やっぱ

り後期高齢者、高齢者社会になれば医療費が

高くなる。これはだれかが負担しなければな

らない。これは、きれいごとを言って、それ

で大変だ、大変だと票を稼ぐために言うとる

政党もありますけど、そうじゃなくて、負担

すべきは負担をお願いすると。基本的なとこ

ろを、きっちりわきまえた上で、わかりやす

い話、わかりやすい、やっぱり無理ですわ

ね、70歳、80歳、90歳になった人に今の制度

を、これはこうですよ、あんたはこうですと、

聞いた後ろからもう忘れとるというような状

態の人がこれからどんどん増えていく中で、

今、確かに走り出して間がないんですけれど

も、もう致命的な欠陥って、そういうところ

に私はあると思いますんで、できるだけその

欠陥を早期に見つけていただきまして、国あ

るいは県に対して働きかけ、よろしくお願い

します。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）この後期高齢者医療制

度については、３月議会でもいろいろ問題点

も指摘しましたし、今も４月１日から実施さ

れて、全国的にもいろいろ問題も出てるし、

また全国の47都道府県のうち、27の都府県の

医師会で反対の決議が出たりとか、また慎重

に対応をということを言われています。 

 そこで、市民病院にお聞きしたいんですけ

れども、外来についてもありますけど、入院

と終末期医療についても今度、新しく75歳以

上の人については200点、100点と算定できる

制度が新たにできたわけなんですけれども、

年齢によって差別するという、この後期高齢

者医療制度の非人間的な制度なんですけれど

も、この終末期の患者さんについての算定と、

退院を、75歳以上についての、それを算定す

るかどうか、市としてどういうふうに対応す

るかについて、市民病院としてどういうふう

うに対応するのかということでお尋ねします。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君にちょっ

と言いますが、後期高齢者の制度についての

みの質問にしていただけますか。 

○２番（阪本久代君）制度で、市長に対して

どうですかだったから、市民病院はどう対応

するんですかということをお聞きしているん
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です。 

○議長（中上良隆君）だから、制度について、

もう少し簡潔に質問してください。広げずに。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）この制度そのものとい

うか、市は何ができるんですかという今、質

問だったので、そしたら市民病院は、どう対

応するんですかということで、外来のほうは

関係なしで、入院のことと、終末期医療のこ

との２点についてお尋ねしたんです。だから、

市民病院として、この後期高齢者医療制度に

対して算定していくのかどうかということで

す、単純に言えば。そのことについてお尋ね

します。 

○議長（中上良隆君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）ちょっとご質

問の趣旨がわかりにくいんですけれども、後

期高齢者医療制度が４月１日から施行されま

して１割負担ということになっております。

それで、その中で終末期医療あたりが後期高

齢者の方に対して不利になるんじゃないかと

いうご質問だと思うんですけれども、我々の

病院は決してそういうことじゃございません

でして、医療といいますのは患者さん個々に

応じた、症状に応じて治療するものでござい

まして、75歳以上の方であるから治療上の効

果を下げるとか、反対に、そういうものをコ

ントロールするようなことは一切できません

し、今まで変わらずのような我々は市民病院

としてのあり方について、しっかり治療をし

ていくということが基本でございます。です

から、制度上がそうであるからといって、先

生方がそういう判断のもとに、なかなか現場

でそういう医療を軽減するような形をとれる

かといいますと、私はそうはできないという

ふうに思われます。実際、そういうことで臨

んでおりますし、本院は以前から申し上げて

おりますように急性期病院でございますので、

在院日数の短縮というものに努めております。

他方、亜急性期病棟というものを持っており

まして、その病棟につきましては90日まで入

院可能となっておりますので、後期高齢者の

方についても、そちらのほうで十分、他の病

院の施設とか移る前までにしっかりある程度

の治療が完結できるように、現在も取り組ん

でおるところでございますんで、ご了承のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）何かちょっとこの承

認案件の議論からずれとるように思うんやけ

ど、僕ちょっと聞きたいのは、この条例の一

部改正ということで、要するに金額が変わる

わけでしょう。そやから、7,600人からの対象

者の方がいらっしゃる中で、やっぱり先ほど

のあれから、僕らもよう問い合わせ、あるん

ですけども、個々にやっぱり金額が違うてく

るんですよ。そやから、当局として窓口対応

の部分について、この改正によってどのよう

に今まで４月から保険料徴収、また６月にあ

るわけでしょう。そやから、窓口対応につい

て、どういうふうに、今物理的に難しいんか、

それも専任置かないかんのか、その辺の対応

について、ちょっとお聞きしたいんですけど

ね。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）窓口対応なん

ですけど、今までは、４月に入った時点でテ

レビ等で報道されました時点につきましては、

先ほども答弁させていただきましたけども、

電話が鳴りっ放し、窓口は人が数珠つなぎで、

うちの担当者４人が、もう右往左往というよ

うな状況でございました。今は、ちょっと落

ちつきまして、電話とか窓口対応はあります

けども、今のところ、対応し切れないという

ふうな状況ではございません。この前からも、
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老人会とか自治会のほうからも、ちょっと出

張で説明してくれないかということでありま

して、うちの日程が合いましたので行かせて

いただいて説明させていただいているという

ような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）僕は、いろいろと市

民の方から聞かれるんですよ。やっぱり、電

話かけてつながらないとか、当然、窓口対応

として職員の人が一生懸命やっていただいて

いるのは、よくわかります。ですから、物理

的に難しいであれば、やっぱり当局として、

その辺の人員の部分についての検討も、こう

いう改正に伴う混乱というのもあるわけで、

６月にまた２回目の徴収、あるわけでしょう。

４月にあって、また６月に当然、それを考え

られるわけなんで、こんだけの、１人につい

て960円やとか、１世帯について1,200円とか

という部分について、個々にやっぱり金額は

違うわけですよ。僕ら、聞いている中では、

やっぱり将来の医療制度を維持していこう思

ったら、新たに長寿医療制度に行かれる保険

者の人も理解している人もおるんです。だか

ら、一人ひとりの対応、そら確かに説明しに

くいということなんで、やっぱり電話かけて

きていただいたり問い合わせのあった場合に

は、先ほど何人かの言われるように、スムー

ズな対応できるように、行政としての対応を、

やっぱりとるべきやなというふうに僕は思い

ます。健康福祉部長も着任早々、いろんな思

いはあると思うんですけども、職員の人は、

やっぱり大変な思いしてされているんですよ。

そやから、人員を増員するとか、その期間だ

けを増員するとか、やっぱりそこら辺の対応

というのは市民に対して行政サービスのやっ

ぱり一環ですから、考えていただきたいなと

いうふうに思います。 

 この点はいかがですか。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の質問に対

してですけども、うちの課として今の人数で、

今の時点ではいけとるような状況です。ただ、

もしいけないようであれば、健康福祉部の中

の課の中でできるだけ応援いただいて、でき

るような形でしていきたいなと思っておりま

すので、ご理解よろしくお願いしときます。 

○議長（中上良隆君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）先ほど市長のほうから

も、いろんな現状把握に努めて、いろんな橋

本市から対応ができないかというご相談、医

師会のほうにもされとるということなんです

が、これについて私、一番心配なのは、ここ

で、この高齢者医療制度に賛成、反対できま

せんので、この制度の変わるときに、一番私

が心配するのは、橋本市民の皆さんの中で、

著しく生活の継続が不可能になるようなひず

みが集中するような人がいるか、いないか。

制度のひずみって、どうしても最初は皆さん、

真剣に制度を考えているんでしょうが、官僚

の皆さんが、でも現場に目が届かないという

ことがありますので、この制度でいくと、あ

まりにも、こういう範囲の市民の皆さんに生

活の継続が不可能であると、そういう状況が

ある場合には、やはり現場として声を上げて

いくということは必要やと思いますので、そ

の辺のセーフティネットに対して、やっぱり

現場としては、この制度を実施するとこうい

う一部の人にひずみがありますよ、一部の人

が生活の継続が不可能になりましたとかとい

う分には目を光らせていくべきやと思います

ので、その辺を、やっぱり制度を実施する中

で橋本市民のこういう一部の人にかかるよと

かというとこに、やっぱり注目していただい

て、それはそれできっちりと声を上げていた

だきたいというのが一番あるんですが、それ
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について積極的にやっていただきたいんです

が、答弁のほうをよろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の質問は、

非常にうちの担当としては難しい面、簡単そ

うで非常に難しい状況でございます。今のと

ころ、まだそこまでひずみのある方というの

が把握できていないというのが現状で、恥ず

かしい話でございますけども把握できており

ません。ただ、もしそれであれば、また地域

の中で今、生活保護とか、そういう形の中で、

医療保護とか、医療単給の保護とか、そうい

う形がありますので、そちらのほうで一応、

相談という形になるかと思います。それで、

いろんな医療費の減額だとか、医療費の生活

保護による援助とか、そういうことしか今の

時点では考えていけないんかなというような

気をしております。そういうことをご理解い

ただきまして、よろしくお願いしときます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）承認第９号と、承認第12

号と、国民健康保険税条例の一部を改正する

条例が二つ出てるわけです。９号については、

３月30日で専決処分、12号は４月30日で、こ

の９号は４月１日から後期高齢者医療制度が

始まることに伴う高齢者支援分というのを新

たに加わることで改正になっているんですけ

れども、まあ言うたら、それは前から４月１

日から実施ということでわかっていることで、

これが、なぜ３月30日付の専決処分になった

のは、たくさんかなり長くあるんですけども、

新旧対照表で見ましたら、このうちのどの部

分が３月議会に上程できなかったのかという

のが１点と、それと確認なんですけれども、

８ページと13ページと２割減免について、今

までは申請しないとできなかったのが今回、

それが省略されて、その項目がなくなってい

るんですけれども、２割減免については自分

で申請しなくても市のほうが、きっちりと作

業してもらえるのかどうかということの２点、

お尋ねします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の質問にお

答えしたいと思います。ちょっと私もなって、

すぐには質問のことについて的確に答えれる

か自信がありませんけども、９号の件なんで

すけども、９号につきましては市長も述べた

ように地方税法の一部改正にする法律、後期

高齢者医療制度の創設により74歳までの方を

対象として後期高齢者支援金等の費用が新設

されるためということで、９号はなっていま

す。ほんで、このときに、まだ最高限度額と

いうことで、旧の国民健康保険のほうでは56

万円というふうな規定がございました。それ

のやつを、どないするんなということで、国

会のほうでは、まだそれが決まっておりませ

んでしたので、それが保留となっておりまし

た。 12号はまだ審議されておりませんけど

も、12号の中では、その件を上げさせていた

だいております。56万円のやつが、一応案分

して、医療分と支援分で上げさせていただい

ておりまして、12万円と57万円ということで、

限度額、両方足したら、ちょっと引き上げら

れたという形になるんですけども、そういう

形で12号の中では書かせていただいておりま

す。それと、新しく12号の中では特定世帯の

新設ということで、主なものは、先ほど言わ

れていたように、最高限度額の改正と特定世

帯の新設ということで、ちょっと例を挙げて

みますと、２人世帯の家族がいてると。それ

で、１人が後期高齢者医療に行くと、１人が

残る。それで、残る方について減額すると、

２分の１にするとか、７割減税だとか５割減

税、２割減税というような形で今回されてお

ります。ちょっと説明不足で、えらい申しわ

けございませんけども、減額につきましては
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所得に応じて７割減税、５割減税、２割減税

ということであります。 

 そういうことで、ちょっと説明になってお

りませんけども、ご理解いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）指摘してください。 

○２番（阪本久代君）２割減免の申請しなく

ていいようになったという、その辺の説明が

抜けていたんですけど。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）７割減税、５

割減税、２割減税につきましては、こっちの

行政のほうで、それをさせていただきます。

申請、特に要りません。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）先ほどから、この高齢

者の保険制度について意見がある。それほど

国民にとって関心な、いわゆる重要なことな

ので心配されておるわけですけども、一つは、

この制度が一番不安に陥っているのは、やは

り75歳の方々です。特に、どれぐらいの負担

を求められるかと、こういう不安があって、

この中で、国会でも舛添大臣が以前より安く

なると、こういう発言をされて、今はわかり

ませんと、こういうあいまいな所管大臣がこ

ういう中で、国民の不安がやっぱりあるわけ

です。これを、地方行政がどう対応していく

か。これは、もう国で決まった法律でありま

すので、行政としては粛々とやっていかなき

ゃならん。一つは、市長にお願いしたいのは、

広域連合の中で負担を少なくするために、い

わゆる全国の都道府県の中でも、そういう支

出をして支援をして、できるだけ援助してい

くという府県が出てきております。そうした

中で、広域連合の各自治体で、そういう中で

どう、そうした人たちに対応していくかとい

うことが、やっぱり一つは求められとる。こ

れについて、また後ほど市長に答弁していた

だくんですが、それと同時に、先ほどの中で、

この制度が非常にいいのか、悪いのか、これ

も我々地方議会として判断していかなきゃな

らん。その中で、これはどうも具合悪いとな

れば廃止を求めて、議会として当然言わなき

ゃならんし、また保険制度そのもののことを

考えた中で、一部修正の中で議会として行動

を起こしていかなきゃならん。これは、やは

り議会の役割。これは、もう十分承知してお

ります。ですから、この広域連合の中で、で

きるだけ負担の軽減に努力していただくとい

うことと、もう一つは、先ほどから市民にど

う伝達していくかと。75歳以上、電話もかけ

られない方もおるやろうし、役所へなかなか

出かけられない、こういう人たちもおるんで、

今、先ほどから物理的な問題も今、対応でき

ますということの答弁をいただいたんですが、

そうした中で、各公民館、出先機関で、いわ

ゆる相談日というものが、地域の人が歩いて

でもできるような、そんな方法で市民の不安

を解消するために、また今の段階では説明で

きないといいますけども、できる範囲内にお

いてそういうのができないのか、この二つだ

けお願いしたいなと。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君の質問

に対する答弁を保留し、50分まで休憩いたし

ます。 

（午前10時37分 休憩） 

                     

（午前10時50分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 24番 中西健君の質疑に対する答弁を求め

ます。 
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 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）中西健議員の質問にお

答えしたいと思います。 

 非常に多くの議員の皆さんからもご質問い

ただいておるわけでございますし、まず私ど

も地方自治体として、どうこれを対処してい

くかということで、非常に大きな問題でござ

いますし、せんだっての議会でもジェネリッ

ク薬品の問題が指摘されておるわけでござい

ますし、これは伊都の医師会と話し合いがつ

きまして、これは大いに結構なことであると

いう見解を明らかになってございます。そう

した中で、薬剤師会とも連携をとりながら、

我がめらでできるだけ最大限、今、努力して、

この後期高齢者医療制度の難局を切り抜けて

いくべきだという決意をしているわけでござ

いますし、そうして近くジェネリック薬品に

つきましては市報で市民に、できる限り、医

師会は一応意を通してございますし、病院も

話が了承してございますんで、一般の私もあ

ちこちへ行って話、あいさつするときに、ジ

ェネリック薬品を大分ＰＲしておるんですが、

全体のやっぱり六、七割は知りません。ジェ

ネリック薬品って何ですかと、後期高齢者医

療薬品というですかね。それは、特許の問題

からいろいろ話しますけども、そういうこと

がようやくだんだん浸透してきたこと。これ

は質問の答えと違いますよ、今は。今は、中

西健さんの前の人の残りであります。そうい

うことで、ジェネリック薬品ということも

我々、機会をとらえながら、これのことによ

って非常に節約できていく。 

 私、申し上げたいのは、結論は、やはり早

期、自分の体は自分で管理するということを、

どこへ行っても言っとるんですわ。やっぱり

早期診断、早期治療、これが皆、怠っとるさ

かいですよ。それで、１カ月に例えば、聞い

てくださいよ、100万円も150万円も治療費、

どんどんかけておって、それをみんなの負担

でやっとるわけですよね。まあ、そういうこ

とはさておいて、中西議員の本題のご質問に

お答えをしたいと思います。 

 非常に、こうした事態の中での後期高齢者

和歌山県広域連合での議論も、非常に議会と

しては平林議員が参加いただいておるわけで

ございますが、その熱戦の展開、模様もよく

わかると思いますけれども、我々としまして、

できる限りそういうことをまとめて、そして

もう少し様子を見ようというところの意見も

相当ございますし、しかし、できるだけ県民

のため、市民のために沿えるように、その広

域連合で、ひとつまとめて、国へ強い要請を

してまいりたいと思いますし、私も市長会の

理事をしておりますので、近畿でもそういう

議論が何回となしに出ておるわけでございま

すので、ひとつそうした機会をとらえて取り

組んでまいりたい、そう考えてございますの

で、ご了承をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）先ほどの中で、

公民館で相談事業とか、そういう形でできな

いかという質問に対してですけども、その件

で、個人情報の関係、以前も３月に公民館で

これの説明会を開かせていただきました。そ

のときにも、ちょっと困ったんですけども、

一人ひとりの金額のをしようと思いましたら、

端末を向こうへ持っていかんなんという形が

ありまして、それと団体の中では非常に個人

情報の関係がありまして、年金がどれぐらい、

所得がどのくらい、家族の構成の所得がどの

くらいという形で、非常に難しい面、ござい

ました。それで、一応今の出前講座的につい

て、全般的なことについてはできるんですけ

ど、個々のやつについては、やっぱり個人情
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報の関係がありまして非常に難しい面があり

ますので、その件につきましては、ちょっと

検討させていただくということで、以前から

行っております出前講座とか、それについて

はもう続けてまた進めてまいりたいと思って

おりますので、ご了承、よろしくお願いしと

きます。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）今の個人情報の関係で、

非常に難しいという答弁で、いわゆる出前で

もそうした形で、不安を一掃するという一つ

の目的として考えていただきたいと、こうい

うふうに申し上げておきます。 

 それから、市長の答弁で、私は全部の該当

者にそうした配慮をしていけというんでなし

に、もう毎日テレビで流れてくるのは、年金

生活者で５万か６万いただいている方々の中

で、切りつめた食生活をした中で、そういう

ふうなのが、やっぱり目に飛び込んでくると、

やはり経済大国、それで世界有数の地位にあ

る国が、そうしたことを無視しているような、

そういうようなことを考えたら、一言でいう

たら非常に悲しい。そうした人たちへの、も

し生じた場合、橋本市にそういう該当者がお

った場合には、やはり広域連合の中で費用の

ある程度の支出をしてでも、私が今まで言う

ように弱者対策として申し上げてきてるよう

に、そうした方々にできるだけのことはやっ

ぱり、これが本来の政治の姿であろうと、こ

ういうふうに思うので、市長におかれまして

も、その点お願いをして。もう答弁、どうせ

また同じような答弁になりますので、もう終

わります。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）後期高齢者医療制度は、

国会でも議論されていますけれども、うば捨

て山よりもひどいというふうな議論、ありま

す。私も全くそのとおりだというふうに思っ

ています。この制度は、75歳以上の高齢者の

皆さん、それから一番問題は74歳までの年代

の方と差別をするという法律なんですよ、ど

う調査してもね。一つは、全く所得のない方

からも保険料を徴収するということやな。今

までになかった保険証を取り上げてしまって

病院に来ないようにしていくという、これは

これで医療費の削減だけ考えたら効果が出る

と思うんですが、自治体としてできることは、

だめだということでしたが、市独自の減免制

度をつくって１万5,000円以上の年金者から

保険料を取るわけですから、１万5,000円以下

の人については、もう保険料をゼロにする、

そういった積極的な施策が求められてると思

います。長々言うつもりないんで、ポイント

だけ。制度のポイントとしては、そこが大き

いです。 

 それから、もう一方の医療のほうですけれ

ども、これは政府がねらっているのは包括医

療といいまして、高齢者がいわゆる担当医を

つくって、この担当医に診てもらって、検査

して、治療して、１カ月に１回だけですよ

と。6,000円までですよと。これが実現できた

ら、医療費の抑制にはなりますわな。しかし、

高齢者というのは、いろんな合併症も持って

いるわけです。この制度に一旦乗っかります

と、この人が亡くなるまで包括医療制度でず

っといくわけです。そこで、市民の立場で行

政が仕事をする場合、この担当医制度には乗

っかりません、患者の意思で決まりますから、

従来どおりの治療を希望しますと。この一言

を言うように、やはり市民の皆さんに、そう

した説明をしていく必要があるんですよ。そ

うしないと１カ月6,000円までの医療しか受

けられないんですから。政府は、この後期高

齢者の特徴として合併症を持っていると言う

ねんな。痴呆症になりやすいと言うんや。そ
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れと、いずれは亡くなっていくんだと。こう

いう年齢だから、この特徴に合わせた制度を

つくって、医療費を抑制しようというのが基

本的な考えなんです。先ほど、休憩中に、特

にひどいと思うのは、終末期を迎えた入院患

者に対して、あなたは終末医療を受けますか、

いえ、受けません、家で死にますと。そうし

ますね。担当医がそうした念書を書かせて、

家で死にます。これ、報酬が出るようになっ

ているんですよ。2,000円と聞いてますが。さ

すが、今、病院の管理者と局長に聞いたら、

市民病院はそんなことはしませんと言ってく

れたんで、ほっとしたんですけれども、医師

が協力しない場合です。同僚の阪本議員、言

いました。全国47都道府県の中で27の都道府

県の医師会が、あまりにもひどい制度だから、

この制度には協力できないということを言っ

てますよね。そうしますと、制度そのものが

崩壊といいますか、現実にはいかないんです。

今の時点ですと、包括医療制度、従来どおり

の医療を受けたいと、こう本人、意思表示す

れば、２年間はいけるんです。厚生労働省も

世論に押されて、ちょっと引いたんです。２

年後からは、この包括医療制度が導入されて

いきます。 

 長々、じき長なってしまうんですが、こん

なもう本当にうば捨て山よりもひどいという

制度の中で、しかし４月１日から実施されて

いるんだから、自治体として。思い出した。

６日に隅田地域で小集会を開いたんだ。紙芝

居をやってね。これはひどい制度だと、後期

高齢者医療制度の説明をしたら、これはもう

廃止するしかないということに結論として、

参加者の皆さん、私、知らない人ばっかりで

したが、７人ほど集まっていただいたときに、

そのときに自衛策として、先ほど紹介した包

括医療制度には乗っかりませんという意思表

示をする、これも一つと思いますね。従来ど

おりの医療を受けられるわけですから。 

 それから、もう一つは、保険料ですけれど

も、世帯分離をすることによって少しでも保

険料が軽減される。それから、親子３人家族

で、お父さんが今度の後期高齢者医療制度に

強制加入されると。ほな、次に残った奥さん

は国民健康保険に加入する形で保険料が徴収

される。この保険料を少しでも安くするため

には、どうするか。一つ方法ありますね。そ

の家でしたら、例えば息子さんの扶養家族に

入る。こういったことも、ささやかなことで

すけれども、市民の側からいけば、そうする

ことによって少しでも保険料が軽減されます

よと。そうした部分まで踏み込んで、市長は

様子見る、様子見る、言うんやけども、国の

やってることやから様子見るというのも一つ

の考えなんですが、もう一歩踏み込んで、市

民の立場から、ささやかなことであっても、

少しでも市民の負担を軽減するようなことで

行政としてやっていただきたいと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（中上良隆君）これに関して、先ほど

休憩中に整理ということで検討したんですけ

ども。というのは、議員自らも、この制度に

ついて、いろんな不安と疑問を持っていると

思うんで当然、質疑することがええんじゃな

いかなという。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の質問に対

してですけども、一つ言われました自衛策に

ついて、世帯分離云々ということを、こちら

から言い出しにくいというような分がありま

すので、個々に相談を受けたときに、そうい

う形で説明させていただきたいと。息子の扶

養に入るというのも、そうですし、そういう、

こちらから扶養に入れなさいよという形で言

えませんので、相談の進展状況で、そのよう

な形で説明、こういうふうな制度ですよとい
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う中で本人に判断していただけると。それだ

けの情報というのを当然、懇切丁寧に個人個

人に説明していきたいと思っております。 

 それと、終末医療のことでございます。こ

れも個々の判断になってきますので、こうい

うふうな制度がありますよということで、そ

れについては自分で判断していただけるよう

に説明をさせていただくということになるか

と思います。 

 そういうことで、ご協力よろしくお願いし

ます。 

○議長（中上良隆君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）もう、そういう対応を

していただけるということですので、他の同

僚の議員も言いましたけれども、徹底して、

やはり市民の立場で対象者といいますか、高

齢者に対する対応をしていただくことを強く

求めます。私は素人で、皆さん、プロなんで、

もっと市民の立場で考えたらいろいろ出てく

ると思うんですけれども、そうしたことも含

めて指導いただきますよう、お願いいたしま

す。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）今、皆さんのご質問、

ご答弁等を拝見させていただきまして、やは

り先ほど健康福祉部長がおっしゃったように、

説明が足らんと。もっと説明をしていかなあ

かんという部分は、私も、それはもう本当に

これからやっていただかなあかんと。しかし、

その前に、説明というのは、だれのためにす

るんかなと。75歳以上の方にするのもそうな

んですけど、その中で本当に後期高齢者医療

制度において負担、生活が困窮する、先ほど11

番議員もおっしゃっていましたのやけども、

そういう人の数を、橋本市は橋本市として何

人いてるんかというのを把握してるんか。情

報として出てこないという。それでしたら、

生活に困窮している方、もしこういう方がい

らっしゃいましたら２割、５割、７割の減免

措置もありますから自己申告してください、

ご相談に乗りますとか、そういうふうなこと

をしっかり言うてる部分はあるんか。そして、

僕、そういう人、なかったら、もし言えない

人がおっても、やはり健康福祉課は民生員の

方もいてます。いろんなとこと連携をとりな

がら、その人の相談を受ける、そしてその数

を把握して、この制度について橋本市はどう

うふうな救済をしていかなあかんかと思って

ます。私は、75歳以上の人、みんなに負担を

してもらわなあかんとは思ってません。負担

できる人はやってくださいと。この中でおら

れる方、一番後期高齢者に近いのは市長です

けども、多分、負担はどんどんしてもらわな

あかんと思います。それだけの覚悟もありま

すし。皆さんも75歳ぐらいまでになったら、

よっぽどのことがない限り、生活が変わらん

限りは、年金もあるし、しっかりしたものが

ありますんで、やはり皆さんで、この医療制

度を、先ほど言うたように崩壊しそうな医療

制度をもち直す、これは大事だと思っていま

す。よくマスコミでも75歳以上やったら、日

本のために働いてきた方から、こういう仕打

ちをするんかと。僕、そのことは間違うとる

と思います。75歳になったら、もう日本のこ

とをしないんですかと。これから75歳の人も、

まだまだ日本のために、この国のために、市

のために頑張ってもらわなあかんのですよ。

ですから、市長がいつもおっしゃる健康で長

生きできるような皆さんをつくる。この案も

僕は賛成です。その中で、本当に弱者救済の

中で、この橋本市が救済せなあかん人、何人

かと把握してない、その行動もとっていない、

その手法もとっていない。いろんなものに阻

まれますよ。それが、できてないから、私た

ちは、どういうふうなことを、ものを言って
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いっていいかわからないんです。私も、先ほ

ど言うたように後期高齢の広域連合のほうで

出ています。 

 ですから、そこで質問させていただきます。

健康福祉部長、今、言うたように7,602人です

かね、橋本市の後期高齢者は。その中で、本

当に生活に困窮している、年金がない人でも、

私は財産がある人がぎょうさんおると思いま

すよ。そういう人も含めて、本当に生活が困

窮している方を、いっぺん早急に拾い上げて

くださいよ。そして、２割、５割、７割の減

免に対象するような方をしっかりと選ぶとい

うか、そういうふうな方で相談を受けるとい

う形の、そこが一番、今のところ、私は問題

だと思っております。これを上げるにしても。 

 その中で、病院のほうにちょっとお聞きし

たいんですけども、やはり医療という形で、

現場を預かるあれとして、どういう後期高齢

者、75歳以上の方がこの５月からの制度で問

題を言うてきてはるんか、現場のほうに。そ

して、また病院はどういうふうな対処をして

説明をしているんか。それを、また健康福祉

部とどういうふうな形で連携をとって、こう

いう問題があるから、この辺は健康福祉部の

ほうで、もっと説明責任を果たしてくれとい

うことの連携をとっているんか、それ、両方

の方にお聞きします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の議員の質

問ですけども、7,602人の、その生活の中で年

金のない人とか、財産があって年金がない人、

その形が、いろいろパターンがあるかと思い

ますけど、全員ができるということも多分言

われてないと思うんで、できるだけの範囲の

中で、市としてできる範囲の中で、１回検討

させていただくということでよろしいですか。

そういうふうにさせていただきたいと思いま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）病院のほうの

内容でございますけれども、実は後期高齢者

の制度につきまして、本年の４月１日から診

療報酬改定がございました。先ほど来からお

話がございました後期高齢者終末期相談指導

料というものが追加されてきております。負

担割合の問題は、病院のほうの所管ではござ

いませんので、お答えは差し控えさせていた

だきたいと思いますけれども、終末期相談指

導料につきましては、医学的所見に基づき終

末期と医師が判断した後期高齢者について医

師、看護師、その他の医療関係職種が共同し、

患者及びその家族に終末期における診療報酬

について十分に話し合い、文書または映像に

より記録した媒体に求めて提供した場合に算

定するというふうな形になっておりまして、

十分患者家族と話し合って終末期の問題につ

いて相談させていただくということになろう

かと思います。ですから、病院から在宅への

シフトいうものが、国のほうで考えておるわ

けなんですけれども、十分その辺をご本人及

びそれからご家族と相談して、その後の報酬

を決定していくということになりますので、

強制的に病院側から在宅へシフトするという

ような内容にはなっておりませんので、ご承

知をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

（「福祉部との連携」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）当然のことな

がら、国の制度と、それから市の関係につき

ましては共有しておりますので、窓口等でご

相談がございましたら、その内容について、

きちっとご説明をしていきたいとは思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 
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 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）病院事務局長、やっぱ

り現場でおる人が、いろんな形で、見えない

部分の問題があると思うんですよ、この制度

について、いろんなわからんことが。そうい

うことは、やっぱり福祉課と連絡とって、し

っかりとこういう部分が把握されてないから、

もっと地域で説明に行くんであれば、こうい

うこともしっかりと説明をしていただきたい

とか、そういう部分の連携は、しっかりとっ

ていだきたいと思いますんで、この辺のとこ

だけ。まあ、要望です。 

 そして健康福祉部長、私は、これから把握

していただく、それは結構です。しかし、何

でもそうですけど、行政って今までそうなん

ですけど、自分とこでやって自分とこで勝手

に終わるんですよ。それで、どうのこうのじ

ゃなしに、本当に市民の困った人、生活に困

窮してる人が、いつでも来てくださいよとい

うしっかりしたもんを、もっとＰＲする。毎

回毎回、これから広報による、例えば区で配

るいろんな回覧板にしても、そういうことが

あったら、こうこう来てくださいと。生活に

困窮した場合は、こういう減免措置があるん

です。これは、私がいつも言うように、刷り

込みで、なんべんもなんべんもせなあきませ

ん。メーカーも一生懸命やっているでしょう。

例えば、松下が、よう石油暖房のあれで死者

が出たときでも、今でも箱あけたら、こうい

うふうな機械、使うてませんか。これに対し

ては、もう使用をやめてください。こうしま

す、ああしますという、引き上げは何ぼです

とか、そういうふうに刷り込みなんですよ。

人というのは、１回見たら、すぐ忘れますか

らね、こういう後期高齢者医療制度が続いて

いく限り、今は本当に払える人でも、何年後

かは、ひょっとしたら、ほんまに弱者になっ

て払えない部分がある。そのときにこそ、行

政がしっかり救済できる受け皿を、僕は固め

ておいてほしいと。元気な人は元気に頑張っ

ていただく。弱者になって身動きとれない大

変なときには、しっかりとした行政の手厚い

保護ができるように、それを行政が把握して

おかなければ僕はだめやと思うんで、これ、

できたらこの問題があれしてますんで、私は

やってくださいというときにプラス、できた

ら９月議会ぐらいまでに報告できるような形

をもってしていただきたいんですけども、期

限切らせていただきます、９月までにしてい

ただきたいんですけども、どうですか。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）９月までには

やれるように、一応努力はさせていただきま

すけども、私もまだ中の事務というんがすべ

て把握できていません。職員と協議しまして、

できるだけそれに沿うて進めていきたいと思

っておりますので、ご協力よろしくお願いし

ます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第９号については委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）承認第９号 専決処分

事項の承認について（橋本市国民健康保険税
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条例の一部を改正する条例について） 反対

の立場から討論を行います。 

 先ほどからの質疑でもいろいろ出されてい

ますが、この後期高齢者医療制度についての

問題点はたくさんあります。３月議会でも主

張しましたが、私たち日本共産党は、この後

期高齢者医療制度を中止、廃止を求めている

立場であります。後期高齢者医療制度の導入

に伴う後期高齢者支援分の税額を決める一部

改正条例でありますので、承認については反

対をいたします。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより、承認第９号 専決処分事項の承

認について（橋本市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について） を採決いたし

ます。 

 本件は、承認することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中上良隆君）起立多数であります。 

 よって、承認第９号は承認することに決し

ました。 

                    

○議長（中上良隆君）次に、承認第10号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）議案書を見てみたんで

すが、橋本市条例の一部改正ということで、

非常に長いことと、それから市長の議案説明

では、国の法改正だと、こんなことで、全く

改正の中身がわかりませんので、わかりやす

く、ひとつ改正についての説明を求めます。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）非常に条例の内容

が複雑になってきておりますが、議員ご指摘

のとおり４月30日に国会において成立したも

のでございまして、専決処分と。 

 主な改正項目ということで、議案書それか

ら新旧対照表に載せさせていただいておりま

す。概ね、約７件ほどの廃止なり創設なりご

ざいますが、まずは上場株式等に係る譲渡所

得に対する10％軽減税率の廃止、これにつき

ましては平成20年12月31日をもって廃止され

るわけでございます。それと、上場株式等に

係る配当等の10％軽減税率の廃止、これにつ

きましても平成20年12月31日をもって廃止さ

れまして、 10％が平成 21年１月１日から

は20％に移行されると、変わってくるという

ことです。それと、あと住宅の省エネ改修促

進税制の創設、それから個人住民税の寄附金

制度、ふるさと納税の創設と、そういった主

立ったもので７件ほどございます。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）市民の側からしますと、

あるいは法人税なら企業ですわな。どうした、

その負担に変化が起きるのか、トータルとし

て、市としては税収で幾ら程度、程度でいい

んですが、増収を見込んでいるのかお尋ねし

ます。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）全体で税収に、ど

ういう具体的に影響が出るかということにつ

いては、現時点ではまだ試算はしておりませ

ん。ただ、上場株式等に係るところの10％軽

減税率の廃止につきましては、 10％が今

後20％になるということでは、数字的には増

収につながってくるんではないかというふう

に考えてございます。それから、あと個人住

民税の寄附金税制につきましては、ふるさと

納税でございますけれども、これにつきまし
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ても当初、昭和五十四、五年当時ですと三万

五、六千人の人口が橋本市は住宅開発に伴い

まして、今現在、合併も伴いまして、約６

万9,000人の人口となってきております。そう

したところで、橋本市において、この寄附金

制度で、果たして橋本市をふるさとというふ

うに感じていただいて、橋本市へ寄附をして

いただける部分がどれだけあるかということ

についても、ちょっと非常に今現時点では判

断しにくいという状況でございますので、今

後、税収の増減については、この推移を見守

っていきたいというふうに考えております。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）今のこの制度によって

市税が増収になるという話ですけれども、市

民に説明のときに、１点、気つけてほしいん

です。市税が増収になると地方交付税は減る

という方向に仕組みになっていますので、そ

の辺も含めて説明していただかないと、よく

あるんですが、地方税と国税の比率が変わっ

て地方税の比率が上がったということで、市

は増収になっとるやないかいと、金ないない

と言うのにということを、よく聞きますので、

その分、国からの仕送りはもっと減らされる

と、それははっきり伝えてください。それを

両方合わせて、市の収入はどうなっているの

かという説明をしていただきたいんですが、

それについて、していただけるという答弁を

いただきたいんですが、よろしくお願いしま

す。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）議員ご質問のとお

り、今現在の地方交付制度につきましては、

おっしゃるとおり税収が増えますと、その分、

基準財政収入額のほうが増えてまいりますの

で、交付税がマイナスのほうで影響を受ける

と、そういうことになってございます。今後、

当然予算それから決算等々につきましては、

毎年広報等で周知をさせていただいておりま

すので、その中でそういった文言も含めて広

報に載せれるか、どういう表現がいいのかと

いうふうなことも、総合的に判断させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）１点、ふるさと納税に

関してなんですけれども、一つ評価させてい

ただきたいなと思うのは、これ、専決処分さ

れた後だとは思うんですが、割と早い段階で

ホームページに、このことを記載していただ

いておりました。それは非常にいいんですが、

橋本市のホームページを見ていただいた方、

何のことやろうなと、ちょっとわかりづらか

ったですね。それとともに、企業誘致の関連

でも東京橋本会とかつくっていただいていま

すよね。こんなところにも、ぜひともご協力

をお願いしていく、そんな姿勢が大切だとは

思うんですが、そういったホームページ以外

での取り組み状況について教えてください。

まだ、ひょっとしたらもう実績としてあるん

でしょうか。それもあわせてお願いいたしま

す。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）ホームページの内

容、表現の仕方、再度内部でも、市民の方に

よりわかりやすいような、理解していただき

やすいような表現を、ほかにあるということ

で、再度検討させていただきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）ふるさと納税の件

に関しましては、東京橋本人会も、これ、秋

でございまして、まだ説明する時期が、ほか

の会も含めて、ちょっとなかったわけで、ホ

ームページが今、先行しているような状況で
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ございます。それで、ホームページにつきま

しても、ふるさと納税から、名前がちょっと

変わって、みんなが知っているのがふるさと

納税というような形ですけども、寄附行為み

たいな形になってございます。そういうこと

で、わかりにくいところもございますし、送

料の関係も、まだ整理せんなんところもござ

いますけれども、とりあえず橋本もこうやっ

ているんだよということで、まだ不完全な状

態ですけどもやっている中で充実していきた

いなというふうに考えてございますので、よ

ろしくお願いしたいと考えてございます。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）13番 瀧君、指摘くだ

さい。 

○13番（瀧 洋一君）先ほどお尋ねした実績、

例えば問い合わせがどんだけあったとか、も

う既にこれだけの寄附がありましたとか、そ

れについての部分の答弁がありませんので、

お願いします。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）ホームページとい

うんですか、ふるさと納税全般に関しまして

のまだ問い合わせとかいうのはございません。

現在のところ、それの納税してあげようとい

う意思の連絡もないような状況でございます。 

○議長（中上良隆君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）じゃ、これもやっただ

け、出しただけ、今のところ、そういうこと

ですわね。問い合わせすらないと。そしたら、

先ほど東京橋本会、会合が秋にあってから、

まだありませんと。でも、来ていただいた方

の名簿とかあるんですよね。ただでお金下さ

い、寄附してくださいと、みんな今、生活苦

しいんですよ。会社もへばってます。どこも

余裕ないんです。だけども、ふるさと橋本の

ために何とかしたいんだというんであれば、

やっぱりいろんな資料だとか、そういったこ

とも作成してやっていかないと、全然実効上

がらないんじゃないんでしょうか。そういっ

たことも含めて今後、努力をしていただきた

いと思います。要望で結構です。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）40ページの公的年金等

に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収と

いうとこがあるんですけれども、年金から今、

介護保険料も、後期高齢者医療保険も引かれ

ているわけで、それに加わって、また今度、

市民税が天引きになるということになるんで

すけれども、ずっと読んでても、ちょっとよ

くわからなかったんですが、税金は納めない

といけないのは、もちろんのことなんですけ

れども、今まででしたら分納とか、いろいろ

な方法があったと思うんです。それが、先に

天引きされるということで、例えば毎回の年

金からだけ引かれるんではなくて、もっと分

けてほしいという希望が出たりとか、また例

えば介護保険とか後期高齢者医療では年金が

月１万5,000円以下の人は普通徴収になると

かということがあるんですけれども、市民税

の場合は、どういう人が、もう全員が特別徴

収なのか、それとも普通徴収の場合もあり得

るのかという、その辺の細かいというか詳し

い説明をお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）ご答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

 個人住民税に公的年金からの特別徴収制度

につきましては、今回新たに創設されたもの

でございます。まず、この制度につきまして

は、21年度から適用し、平成21年の10月以後

に支払われる老齢年金等、年金給付について

実施をしていくという制度になってございま

す。それで、対象者ということでご説明をさ

せていただきたいと思いますが、65歳以上で
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国民年金法に基づきます老齢基礎年金等の受

給者である住民税納税義務者ということにな

ってございまして、特別徴収義務者につきま

しては、年金保険者となってございます。特

別徴収義務者につきましては、徴収した税額

をその徴収した月の翌月の10日までに市町村

に納入するというようなことが新たな制度と

して創設されてございます。 

 それで、あと、詳細につきましては、議案

書の50ページにも記載をさせていただいてお

りますが、例えば当該年度分の老齢等年金給

付の年額が18万円未満である方につきまして

は、厳密には法第135条第５項に規定する特別

徴収対象被保険者でない者とかということで、

適用除外の部分についても記載されておりま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 ですから、今現在は、これからの新たに創

設された分でございますので、橋本市として

具体的な今、データは、まだつかんでござい

ません。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）指摘してください。 

○２番（阪本久代君）データじゃなくて、要

するにどういうものなんかが知りたいんです。

除外されるのは今、50ページということであ

ったんですけど、例えば、確かに年金も２カ

月に１回なんですけども、もっと細かく分け

て払いたいよというふうな希望があったとき

はどうなるんかという、その、先ほど質問し

たことに対する答弁が抜けてましたので、そ

のことをお願いします。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）今の時点で具体的

な運用部分については、ちょっと私も不勉強

でご答弁できないわけでございますけども、

当然、この法律なり条例に基づいての手続き

を進めさせていただきたいと思っております

ので、よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第10号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第10号 専決処分事項の承

認について（橋本市税条例の一部を改正する

条例について） を採決いたします。 

 本件を承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議がありますので、

起立により採決いたします。 

 本件は承認することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中上良隆君）起立多数であります。 

 よって、承認第10号は承認することに決し

ました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第11号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの
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で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第11号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第11号 専決処分事項の承

認について（橋本市都市計画税条例の一部を

改正する条例について） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第12号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）先ほども説明あったん

ですけれども、最高限度額が56万円から59万

円に上がるですよね。国民健康保険の世帯加

入者が何世帯あって、そのうちの何世帯が対

象になるのかということと、世帯構成の人数

とかによっても、いろいろ条件が変わってく

ると思うんですけれども、その中でも、所得

で言えばだいたいどの所得の方が対象になる

最低の所得になるのか、２点についてお尋ね

します。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）まず第１点目

の56万円が47万円と、そして全部で49万円に

なった最高限度額ですけども、ここに一つの

試案、うちのほうでした分なんですけども、

１人世帯ですけども、年金受給額が350万円の

方につきましては、国民健康保険料が 16

万2,900円に、まだなっています。それで、長

寿医療のほうの後期高齢者医療ですけど、350

万円の方が19万9,9394円になります。 

（「全然違う」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）再度指摘してください。 

○２番（阪本久代君）国民健康保険税の最高

限度額が56万円から59万円に上がるんですけ

ど、その最高限度額の対象が今、その方にと

っては、まあ言うたら３万円値上がりになる

わけです。それで、対象になる世帯が国民健

康保険加入何世帯中の何世帯なのかというの

が１点目と、世帯によっては人数が５人であ

るとことか、２人であるとことか、かなり世

帯が多ければ多いほど国民健康保険税は高く

なりますので、最高限度額になる所得が最低

幾らになるのかと、その２点をお尋ねしたん

です。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）ちょっと今、

その資料を持ち合わせていませんので、後で

ご報告させていただいてよろしいですか。ち

ょっとわかりません。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れを質疑を終結いたします。 

 答弁を保留して１時まで休憩とします。 

（午前11時41分 休憩） 

                     

（午後１時１分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 
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 日程に従い、議案審議を行います。 

 ２番 阪本君の質疑に対する答弁を求めま

す。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）貴重な時間を

いただきまして、申しわけございませんでし

た。 

 阪本議員の質問に対してお答えさせていた

だきます。 

 56万円から59万円になる世帯が164世帯、国

民健康保険全世帯が１万355世帯となってお

ります。また、限度額なんですけども、所得

のベースなんですけども、１人で928万円の方

の世帯になります。４人の場合は805万円とな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第12号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第12号 専決処分事項の承

認について（橋本市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について） を採決いたし

ます。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、議案第１号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）高野口こども園新築工

事、本件工事に際しまして制限つき一般競争

入札で入札がとり行われたということでござ

います。この入札に際して、どういった条件

を付したもとで参加業者を絞り込んだのか、

その結果、どのような業者が参加したもとで

入札が執行されたのか、お尋ねいたします。 

 それと、時間を節約いたします。次の質問

もあわせて。 

 この件から、市内の業者を入札に参加させ

なかったことに対する理由の説明を求めます。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）ご答弁をさせてい

ただきます。 

 今回の参加条件といたしましては、経営審

査事項、俗に言います経審の点数、建築一式

でございますけれども、総合評点値1,200点以

上、それからＩＳＯ9000及びＩＳＯ14000シリ

ーズの認証取得者ということの条件を設定さ

せていただいております。 

 以上です。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）今回、市内地元業

者が入っていないのはなぜかという点でござ

いますけれども、まず橋本市建設工事及び委

託業務請負業者選定規程という規程を設けて

ございまして、その中で第４条部分で、等級

別格付区分表、市内業者ということで、発注
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基準額、建築一式工事では３億円未満が市内

業者の入札参加条件ということになってござ

います。今回、ちなみに設計金額につきまし

て３億238万9,500円ということで、今回、市

外業者のみということになりました。 

 以上でございます。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）指摘してください。 

○15番（石橋英和君）どういった業者が参加

されたもとに入札が執行されましたか。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）結果的には、市外

の３業者、株式会社淺川組、南海辰村建設株

式会社、大日本土木株式会社、３業者により

ます入札と相なりました。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）まず、経営審査事項、

総合評点1,200点以上、とんでもない数字です。

県下にこれで参加できる業者は、そんなにお

りません。それと、ＩＳＯが二つ、環境と品

質ですね。厳しければ厳しいほどいいものが

できるという判断、それは理解できないこと

はないんですけども、そしたら公共事業が参

加できなくなる業者がほとんどで、市内業者

は、とてもそういう高いハードルは超えられ

ませんし、果たしてこの目的とする建築物件

が、それだけの精度を必要なのかというあた

りの議論が、果たして必要なのか、私はそう

は考えないです。十分、この物件に関しては

市内業者で対応できるものであったと、私は

考えております。 

 それと、決められた事項でございますので、

３億までだという決め事があれば、それは従

わざるを得ないと思うんですけども、その建

築工事の中に、純粋な建築以外の部分、駐車

場の舗装であるとか、植え込みであるとか、

その他、分離発注であと二百何十万円ですよ

ね、市内業者が参加できる金額的な基準とい

うのはね。ですから、それをどっちみち工期

終了間際に駐車場の舗装であったり、外構植

え込みであったり、私、設計内容、見ており

ませんので、わからないんですけども、建築

工事以外の部分を切り離して別発注すれば３

億円の制限以下で市内業者の参加できる範囲

内の物件であるとしたら、政治的配慮で何と

か今、仕事がなくて困っている市内の業者に、

これを参加させることができるんじゃないか

という、そのように思われてなりません。そ

の辺の政治配慮というのが、あまりにも。そ

れと、どうしてそこまで、総合評点1,200点と

か、ＩＳＯ二つとか、今までないですよ、こ

ういう、ここまでハードルを高くしたのは。

近隣の市町村でもないですよ。なぜ、こんな

に地元業者に参加できないような方向を向い

て、橋本市の建設行政は進んでいくのか。そ

の抜本的な部分でご答弁をお願いしたいと思

います。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）何点かご質問をい

ただいたと思います。まずＩＳＯということ

を設定させていただいたといいますのは、や

はり今、環境問題も非常に厳しく評価されて

おる中で、時代の流れの中で今回、ＩＳ

Ｏ14000を認定受けた業者ということで入れ

させていただいたのは事実でございます。や

はり環境問題に配慮させていただいたと。 

 それから、ＩＳＯ9000シリーズにつきまし

ても、ご存じの品質管理、工事内容というと

こで認証を取っていただいた業者ということ

で、やはり当然、議員ご指摘のとおり、地元

業者育成ということにつきましては経済産業

省のほうからも通達も出ておりまして、我々

としても熟知しているところでございます。

その点は、地元業者最優先ということは認識

はしておりますけれども、今回たまたまとい
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いますか、以前から橋本市のルールといたし

まして業者選定規程を設けておりました中で

３億円ということで、オーバーしてしまった

ということでございます。 

 それから、政治的配慮が足りないのではな

いかというご質問、ご意見かと思いますけれ

ども、結果的にこの本体工事自身は３億200

万円ということで、市外業者になったわけで

ございますけれども、ちなみに５月下旬に予

定しております、このこども園の中でも機械

設備工事、それから電気設備工事につきまし

ては、本体と分離、分割発注をさせていただ

いておりまして、設計は別途、３本建てで考

えております。ちなみに近々中に電気設備、

機械設備については再度、市内業者の方々に

入札、お仕事をお願いしたいというふうに考

えておりますので、その点もご理解願いたい

と思います。 

 ちなみに、平成19年度の橋本市の公共工事

の市内業者の割合をご答弁させていただきた

いと思いますけれども、平成19年度でござい

ますけれども、117件中、市内のみの業者でお

願いしたのは 107件、割合にいたしまし

て91.5％が市内の地元業者の方々にお願いを

しておるという状況でございます。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）指摘してください。 

○15番（石橋英和君）設計内容の中で、分離

発注されている部分の説明、私が質問したの

は、舗装工事であるとか、植え込み、外構工

事であるとか、本体工事に組み込まなくても

分離できる部分があったんじゃないかという

のを質問させていただいたんですけども。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）現場の工期の関係

もございますし、現場の工程といいますか、

現場作業の段階で、その議員ご指摘の部分を

切り離しますと、現場での工期内での完成が

非常に難しいという判断もさせていただきま

して、今回、本体部分については１本でさせ

ていただいたという状況でございます。 

（「最終答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）指摘してください。 

○15番（石橋英和君）最終的に、橋本市建設

行政が、根本的な部分で市内業者をどう考え

ているんですかという質問にお答えください。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）もう議員、ご存じ

のとおり、建設工事等につきましては、国の

あらゆる法律が毎年のように改正されてきて

ございまして、その法律に基づきまして、私

ども、入札契約事務を担当させていただいて

おります。当然、今後も透明性、公平性、競

争性といったものは遵守してまいる必要があ

るかと思います。ただ、競争性なり公平性、

透明性を最優先していきますと、やはり相反

した部分で市内業者、市外業者、大手業者と

いった問題も出てきます。また、当然、一般

論としてご理解いただきたいんですが、我々

行政といたしましても発注責任も当然、負う

わけでございますので、そういった部分を含

めまして今回も、この制限つき一般競争入札

を採択させていただいたと。今後につきまし

ても、当然、市内地元業者最優先という形で

は法の許す範囲では、最大限見直しも含めて

取り組んでまいりたいと思いますので、ご理

解のほど、お願い申し上げたいと思います。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）同じ質問になるかもわ

かりませんけれども、この制限つき一般競争

入札という一つの方式を今回とられたと思う

んですけども、1,200点という、この点数、も

ともと旧高野口町でも、給食センター建築が

あったんですけども、その場合、これも３億

円、ちょっと切れたんかな。と思うんですけ
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ども、やはりこれだけ地元が低迷しとる中で、

考え方としては、技術的な面も含めて、例え

ばＪＶ方式で地元の業者も入れて、それで一

緒にやっていくというんか、そういう方法で

あれば別に1,200点、１社でなくても、そうい

う方法もあるんではないかいなと。僕は素人

でわかりませんけども。地元の業者と、やっ

ぱり組んでやるという方法もありますでしょ

う。それが、言うてる分離発注、もちろん分

離発注も大事やと思います。基礎工事とか、

あるいは周りのフェンスなんかするぐらいの

ことは、地元業者、何ぼでもできると思いま

すわ。そういう部分で、たかが200万円余りで、

地元業者が入れないという、こういう状況を、

やはりつくること事態が、果たして、やっぱ

りいいんかなというふうに、私も思います。

ほんで、やっぱり117社かある業者の中でも、

技術的に非常に高度な、公共事業じゃなくて、

民間のそういう技術的に難しい仕事でもやら

れている業者が、地元であると思うんですよ。

行政のほうは厳しくチェックしますんで、点

数も低いと思いますけども。そういう中で、

ＪＶ方式がとれなかったのかどうかという、

その一つの理由と、それから、やっぱり今後、

これはもう今、この中ででも、この中で入札

された方で、地元業者の方に使える人があれ

ば、行政として、例えば下請けでもやらせた

ってもらえるような方向で、地元をやっぱり

育成していくという意味で促していくという

んか、指導していくというんか、下請けさす

にしても、よその業者を連れてこんと、地元

の業者に、ちょっとでも、やっぱり潤えるよ

うな、そういう形をとっていただけるかどう

かということ、その２点、ちょっとお聞きし

ときます。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）今回の業者選定にあ

たりまして、審査会の中でやっておるわけで

すけれども、私は審査会の委員長を務めさせ

ていただいております。そういうことで、た

だ今のご質問に対してご答弁をさせていただ

きたいと思います。 

 先ほどから、石橋議員、あるいはただ今の

井上議員からのおただしもありましたように、

なぜ市内の業者に今回、発注の余地が与えら

れなかったのかということにつきましては、

委員会の中でもいろんな議論がございました。

確かに200万円ほどの分を、いわゆる外構とか、

いろんな部分で分離できないかという議論も、

確かにございました。ただ、従来からの考え

方の中で、できるだけ市内業者に分離発注、

電気工事とか、それから機械設備とか、いろ

んな考え方の中で分離発注できるものはして

いくという一定の方向性はありまして、それ

は今も変わってはございません。ただ、今回

のこども園の工事につきましては、完成時期

が１月で、あと議会の議決も得なければいけ

ないとか、いろんな条件がかなりありまして、

そんな中で、もう一日でも早く完成したいと

か、いろんな議論の中で、最終、もうその原

理、原則に立った考え方の中で３億円を超え

ているということで、今回、最終的にその業

者選定となったわけでございます。 

 したがいまして、おっしゃられるような市

内業者の方にできるだけ発注という考え方は

基本的には市としては変わってはございませ

んので、その点につきまして今後、十分にそ

ういうことがいくような形で検討もしてまい

りたいと思います。あと、基本的な考え方は

変わってございませんので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（中上良隆君）23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）私の質問、２点出した

んやけども、これからのＪＶ方式でやること

が可能かどうかということと、それから、要

するに、もう一点何やったかな。２点、僕、
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質問させてもうたと思うんですけども。下請

けのほうが、地元業者の方でできるやつは、

元請けとの話し合いもあるんだろうけども、

そういうことを、やっぱりちゃんと指導して

いただいて、下請けでもかめへん、やはり地

元業者が、これだけもう仕事がなくて、もう

倒産もしている業者もあるんですよ。そうか

というて、別にかわりの仕事というんか、そ

れもちゃんとした指導も、やっぱり市として

はやっていかんなんということもあるんやろ

うけど、今のところ、何も出てきてないと。

ほんで、そうすれば、もうほんまにひしめい

てますよ、地元の業者は。もう、どだいごく

しゃあないというて、たとえ下請けでもやっ

ぱりさせてもらえるかどうか、また点数に応

じて、それはやっぱり地元業者もかんでもう

てＪＶでやってもらうというんか、そういう

こともできると思うねけども、もういっぺん、

そこの点を、２点を聞いとんですけどね。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）井上議員のご質問にお

答えしたいと思います。 

 本当に今、厳しい時代でもございまして、

相次ぐ倒産ということも、私はすべて承知し

ております。それだけ厳しいわけでございま

すが、今の問題につきましても、可能な限り

という考え方も、議論も私もしました。それ

で分離ということになるわけでございますが、

分離発注でも、もう数百万ほど、金額わかり

ませんけど、これはもう高くなるのが、もう

分離すればするほど、そういうことが諸経費、

いろいろの面でということもあるわけでござ

いますけれども、さてＪＶの問題、共同企業

体、これを業者とも、企業の皆さんとも話し

合いはしとるんですが、お互い、さあという

と、組んでやろうかという、そのことは、な

かなか考え方はいいとしても、実が結ばない

んです。そうしてやろうやないかという、そ

れを私はもう十分確認をしております。今後

は、それのさらにＪＶを組むような考え方の

手法を、やっぱりうまく連携していけるよう

にしていかなければならないということ。 

 その次に、下請けの問題ですけども、過去

におきましてもそういう大手、中以上の企業

が実施されるについては、市内業者をできる

限りということで、それの気持ちは変わって

おりません。今後とも変わらないつもりで進

めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）ちょっとお伺いいたし

ます。 

 先ほどのご答弁の中で、昨年度117件中107

件が地元業者であったという答弁がありまし

た。117件中107件というと、比率的にはかな

りのもんですけれども、金額ベースでの比率

がどの程度であったか、後でちょっとお教え

いただきたいなというふうに思います。 

 それと、建設審査会のメンバーにつきまし

て、ちょっとどのようなメンバーがおられる

のか教えていただきたいと思います。 

（「議案から離れてる」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）７番 中谷君、金額だ

けの答弁でよろしいですか。 

○７番（中谷和史君）それで結構です。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）金額ベースにつき

ましては、ちょっと今、手持ちを持っており

ませんので、すぐ調べさせていただきたいと

思います。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）私もちょっと聞きた

いんですけども、先ほどの説明では、本体の
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一本化で３億238万円という入札に対して、落

札が２億7,594万円ということで、これは計算

すればそのパーセントが出るわけですけども、

私も分離発注に関して、ちょっとお聞きした

かったんですけども、電気工事とか機械機具

は後で分離発注するいうことになんですけど、

基本的に公共工事というのは、一般的に言え

ば高いもんやというふうに普通は言われます

よね。今、先ほど市長が答弁されましたよう

に、分離発注すると高くなるというて、そう

いうふうな言われ方、されてましたけども、

僕は認識はその逆やと思うんですけど、分離

発注して、やっぱりある程度、総額に対する

分離発注できる部分についての金額というの

は、積算の段階でそれは検討できると思うん

ですわ。ただ、工期の部分について、それは

仕方ない部分があるのかもわかりませんけど、

積算に対する根拠、要するに、どこが設計と

管理委託してるとこで積算して、だいたいこ

の公共工事の全体の総額に対する評価という

のは、当局はどのように考えておられるのか。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）評価とまではいか

ないんですけども、まず全体的な流れからい

きますと、建築工事、機械設備工事、電気設

備工事、これがまず一括で一応、設計いたし

ます。その中で、まず分類するのは共通仮設

費、そこの水道代とか、電気代とか、そうい

ったやつをある程度、直接工事費ですべて

何％かというのを振り分けて行います。経費

も、全体の形で経費を出して、あとは振り分

けるということで、経費率は高ければ高くな

るほど下がってくると思います。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）その辺はわかってい

るつもりなんですけども、基本的に分離発注

できる、そういう期間がなかったということ

なんですけど、やっぱり公共工事というのは、

市民の方、もちろん国民の方も、やっぱり公

共工事は高いなというふうに、いろんな報道

機関でも言われていますわな。再度、同じ建

物であっても、やっぱり民間でやる工事と全

然違うと。先ほどから指摘されたように、橋

本市の市内業者の育成とか考えると、やっぱ

り３億という部分のラインが言われますけど

も、そしたら分離発注して、何点か分離発注

できる部分があれば３億以下になりますよね。

そこら辺を、もし言われた場合、どういうふ

うに行政としては説明されるんかなという、

それは僕、心配してます。ほんで、一括で３

億円云々の話で、２億7,594万円におさまった

からという、その額に対する当局としては、

これは分離発注しても、これぐらいの金額で

工事をしていただけるというふうに、言うた

ら安うしてもうたんやという感覚であるんか、

これは一般的に常識である金額であるんかと

いう、僕らはそこら辺が、ちょっとわかりに

くいんでお聞きしたんですけどね。先ほどの

説明からいうと、どうも工期が関係しとって、

そういうことできひんだということですけど

も、逆に言えば、工期、もしあれば、このよ

うな物件に関しては分離発注できる部分とい

うのが、絶対あると思うんですわ。そこら辺

を、はっきりと僕は説明してほしいんよ。単

に工期だけを言うたら、工事始まりまして、

１本で受けていただいとる業者、それはスム

ーズにいけばいいですけど、途中で何かあっ

たときに、ほれ見てみいということで言われ

る可能性、ありますよ。そこら辺は、ちゃん

ときっちりと説明しといてくださいよ。 

○議長（中上良隆君）理事。 

○理事（塚本 基君）上久保議員が言われる

話でございますけども、基本的に先ほど建設

部長が申し上げましたように、トータル的に

機械設備、いわゆる給排水、衛生ですね、そ
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れと、それから電気設備、それから建築本体

というふうなのをトータルして建設工事とい

う設計を組みます。今回の場合、給排水、衛

生、いわゆる機械設備工事は分離発注、電気

設備工事も分離発注というふうな形をとって

おります。それは、なぜかといいますと、や

はり市内業者に給排水、電気設備も含めて市

内業者にとっていただくという配慮があって

の配慮やというふうに思います。ただ、本体

工事につきましては、悲しいかな要綱規則の

中で３億円以上というふうなことがございま

すので、それを遵守させていただいたという

ふうな結果になっております。この中で、７

億何ぼが適当な額かというふうなことでござ

いますけども、本来、役所が設計するにつき

ましては設計基準というのがございまして、

それにのっとった形で組みます。その中で、

それが比較的、世間で言われる高いというふ

うなことになるんですけども、今回の場合、

制限つき競争入札、一般競争で３社しか出て

こなかったというふうな形もございましたん

で、このような額になったかどうかは、それ

はわかりませんけども、それは、業者の中で

実行予算を組みまして、その中で自分とこが

やれる金額というふうなことで、応札されて

落札されたというふうな結果しか、我々にと

ってはわからんというふうなことでございま

すので、請負率がどれくらいの状態になっと

るんかは、ちょっと計算してないんであれな

んですけども、だいたい91％程度ですんで、

まあ、それなりの請負率かなというふうに

我々は感じておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）先ほどのご質問の

中での答弁もれ、失礼しました、お答えをさ

せていただきます。 

 市内すべての工事、 117件での金額が 17

億 8,173万 8,208円、これに対しまして 113

件、13億7,358万2,208円ということで、率に

いたしますと約77.1％が市内業者ということ

になります。 

 失礼しました。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 １番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）先ほど、部長からも答

弁、聞かせてもらったんですけども、３億円

というくくり、発注者責任、どこかで線を引

かなければいけないというのは非常によくわ

かるんです。それを、今までのいろんな過程

の中で、副市長、おっしゃられたみたいに、

どこかで決めないといけないから決めてきた

と、それは非常によくわかるんですけども、

ただ、僕、今回のこのことに関しては、一つ

疑問に思うのは、これ、発注の最初の金額は

３億円以下ですよね。税金を乗せた部分で３

億円を超えているんです。ですよね。そした

ら、その税金を乗せた部分に対しても、例え

ば３億円以上の工事というのは技術のあると

ころがしたらいいじゃないかという名目のも

とで、それを決めているんであれば、税金の

部分に対して技術を求めるというのは、非常

におかしくないですか。もともとの発注は３

億円以下なんですよ。そうでしょう。税金を

乗せた部分で３億円を超えて、その税金の部

分で３億円を超えているにもかかわらず、そ

れに対して経営診断だとか、３億円以上だと

か、それは、その部分に対する技術というの

は、全く関係ないんじゃないんですか。最初

の発注は３億円以下なんやから、３億円以下

で、くくりはもちろんしゃあないですよ、わ

かるんですよ。おっしゃっていることはわか

るんです、最初から税金云々、すべて含めて

の金額というのは決まっているのはわかるん

です。だから、それに対しては、もう決めた

ことに対しては、もう非常によくわかるので、
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それはよくわかるんですけど、ただ、こうい

ったことが出てきたということは、つまりぎ

りぎりのラインで３億円を超えとるわけです

よ。ということは、税金部分で超えとるんで

すよ、実際ね。そしたら、やっぱり地元の業

者からしたら、発注自体は３億円以下やのに、

税金の部分で超えてしまったと。そして、そ

れで我々は入れないということになると、や

はり不満はどうしても出てくるんですね。だ

から、こういったことに対して、一つお願い

したい。もちろん市長から先ほど答弁いただ

きましたけども、こういったことに対して、

やはりちゃんとした線引きをつくるときに、

税金部分で増えた部分に関して３億円、超え

たから、それでやめてくれというんではなく

て、ちゃんと発注自体の金額をベースにして、

そしてそれに対しての技術力を求めるという

ふうに変えていっていかなければ、それは、

もうだれが聞いたって納得しませんよ。やは

り、その辺は、きっちり、先ほど市長にも答

弁いただきましたけども、地元の企業の育成

のために、やはり同じテーブルの上で、これ

からやっていかなければいけないと。しかも

入札に参加できなかったら、経営診断とかお

っしゃいますけど、それは上がらないんです

よ。もう仕事をさせてもらえないと、評価、

上がらないんで、やはりそういった部分で、

もうちょっと考慮して、これから考えていっ

ていただきたいなというのは、これ、要望で

す。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 16番 中谷晉君。 

○16番（中谷 晉君）るる15番議員の中から、

２点、聞かせてもらうつもりでおりましたけ

れども、今、１番議員も質問されておりまし

たけれども、業者選定規程の４条の決めた基

本、副市長は、先ほど、原理原則は曲げてな

いよという発言をされておりましたけれども、

４条を決めた基準をどこに置いておったのか

ということが１点と、それから市内の零細業

者を育成するのに、橋本市の工程管理とか、

そういうものについては非常に厳しいという

のが、２年前の合併の時点の協議会の中で、

業者のほうからそういう意見が、私のほうへ

も随分寄せられております。ということは、

第三者の指摘を免れるために、あえて法外な

基準を設けていると。市がそういう認識で受

け取っていると。ということは、受注しても、

その工程を管理できなければ、次の入札には

到底参加できないような状況をつくっている

と。それは、さておいて、そういうものを全

般的に見直しをして、市内業者育成に努めら

れることをお答え願いたい。 

 その２点を簡潔にお願いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）４条の基準は、ど

こに置いて策定したのかというご質問かと思

いますが、これにつきましては、合併して２

年、３年なんですが、その以前から、橋本市

におけます工事実績なり、各業者からにお願

いしました発注内容等を踏まえまして決めさ

せていただいたということで、過去の工事実

績、市内業者の受注実績というもので決めさ

せていただいてございます。 

 それから、市内への工程管理が非常に厳し

いんではないかという話の中では、まず１点、

小さな事業につきましては、随意契約等も含

めまして、小さな工事につきましては極力関

係書類提出の削除といいますか、書類が非常

に多いということも私ども、直接聞いてござ

いますので、そういった許す範囲での削減を

図っていきたい、今もう既にその検討に入っ

てもございますので、その点は最大限、努力

をさせていただきたいと思います。そういう

ことで、市内業者の育成ということでござい

ますけれども、今後、総合的には、やはり市
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内業者の入札参加の機会を増やしていきたい

ということは考えてございます。ただ、入札

段階、我々、組織上、管財課だけで入札部分

での市内業者、地元業者育成というとこにも、

非常に、先ほどからご答弁させていただいて

おりますけれども、限界といいますか、非常

に厳しいものがございます。管財課としては、

それを曲げてということは、非常にできない

わけでございますけれども、やはり各事業課

での事業計画なり、設計段階での、やはり検

討も含めて、総合的な行政としての入札制度

の改善なり、地元業者育成に取り組んでいく

必要もあるんではないかというふうにも考え

ております。その一つの成果といたしまして

は、もう既に一般的に市内業者の方でも３月、

４月、５月というのは比較的公共工事の発注

が今までは少のうございました。そういうこ

とで、業者においても手持ちぶさたといいま

すか、そういう現象も起こっておりましたの

で、今回、極力、新年度に入りましてからは

４月、５月段階からも発注できるような、入

札をしていただけるような、前倒し的な設計

入札にも取り組んでおりますので、ご理解を

お願い申し上げたいと思います。 

○議長（中上良隆君）16番 中谷晉君。 

○16番（中谷 晉君）１点だけ言うときます。 

 ありがとうございました。それと、本案件

についての入札の状況、執行状況等を、先ほ

どから聞かせてもろておりますけれども、分

離を含めて、僕は妥当であるという認識を持

っております。ということは、機械とか電気

設備、これは当然、一括設計の中で、その費

用の案分して分離発注するのは、これはもう

妥当な線であると思いますので、執行につい

ての妥当であるという認識でおりますので、

申し上げておきます。 

 終わります。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）私も議員をずっとやら

せていただきまして、毎回こういうふうに数

億円の現場が出るたびに市内業者が入札に参

加できていない場合にお尋ねさせていただき

ました、この本会議場で。そして、どうして

市内業者が入っていないかということは、私

は質問させていただいて、一番大事な、市内

業者の方がこの仕事をやりたいんだと、この

仕事は、うちの会社ができるから、うちにや

らせてほしいということはなかったんですか

ということを、今までずっとお聞きしてきま

した。今回も、それをまず１点、確認してお

きます。 

 そして当然、行政というのは、ほかの議員

も高くなる、これは多少、当たり前のことで

あって、行政というのは責任がついてきます

んで、やはりしっかりした安心なものを市民

の皆さんの税金によって、それを建てていこ

うという形のもとで建物建設を行っていくと

いうことになっております。ですから当然、

市内業者という声もありますけども、それに

対応するだけの体力がある市内業者がいてな

かったら、当然、外部から連れてくるという

のも一つなんですけども、私も元橋本市の入

札業者としてやっていました。議員、やって

いますんで、どういう形であろう、議員のバ

ッチをつけた人間が直接入札に入っている組

織に関連するということは、これは違法行為

になりますんで、可能性がありますんで、そ

ういうことはできないですけども、じゃ、本

当に私が橋本市の何千万円の電気設備の中で

できるかというたら、これもできません。で

きないところに発注する行政もおかしいと思

います。当然、しっかり、その業者を選択し

ていただいて、市民の皆さんにいいものをつ

くっていただきたいんですけども、先ほどほ

かの23番議員も言うてました。それじゃ、橋
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本市の、この地域を活性するために市民憲章

がありますわね。勤労を喜び、技術を磨き、

豊かな産業のまちをつくります。こういうチ

ャンスを与えてあげているようなシステムを、

これからとっていくんですか。ＪＶも一つで

す。いろんな形で、ＪＶも大手とＪＶを組ん

でいただいたらいいんですし、そういう形の

中で、行政が地元業者の育成についてやって

いくんか。先ほどの副市長の答弁で、一つ気

になることがあります。時間がない。じゃ、

ほんなら、この時間がない中で、市内業者の

人に聞いたんですか。業者に、おまえとこは、

もうこの日にちまでにできへんのですね、確

認して、いえ、できませんという返事をもう

て、一日でも早くできるところに発注しまし

たということを、これ、確認したんですか。

初めから市内業者をできないというもとで、

今の答弁していますよ。だから、そういうこ

とがあったらだめだと、僕、言うてるんです

よ。だから、市内業者の人にもチャンスをあ

げて、この仕事はしたい。うちはそれだけの

体力がある。体力のないところは当然、はじ

いていただいたら結構ですから、市民の人の

施設ですから、しっかりしたええもん、建て

てもらわなあかんのやから。その辺の業者の

熱意という部分を、やっぱり橋本行政が受け

とめた場合は、前向きに、これは勤労の部分

で応援していってあげてほしいです。それの、

これから改革していくことがあるんか。 

 それと、あと分離発注ですけども、分離発

注の今度は業者に対しても、このＩＳＯだ、

点数だ、しっかり、それもやりながら、当然、

入札業者を決めていくんか。 

 まずその点、お願いします。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）先ほど、時間がない

ということが、すごく何かちょっと重点的に

取り上げられておりますけども、基本的な考

え方は、橋本市として、どういう場合に分離

分割するのか、分割する考え方とか、あるい

は市内業者、市外業者の考え方という基本的

な考え方を、基準を決めた中でやっておりま

す。委員会の中身につきましては、秘密会に

なっておりますので、具体的には申し上げら

れませんけども、いろんなことを検討した中

で、最終的に今回のような形で発注をしたと

いうことです。その中の一つには、時間的な

ことも一つとして含まれていて、それがすべ

てということではございません。 

 それと、業者からの話があったのかどうか

ということは、私はちょっとそれは承知はし

ておりません。仮にあったから、それじゃと

いうんではなくて、あくまでも一つの基準の

中で、そういうぶれのないように考え方を決

めて取り扱いをしているところでございます。 

 ３億円の基準につきまして、これが高いか、

低いかということにつきましては今後、いろ

んな状況を見ながら、また考えていくべきこ

とかなと思います。ただ、19年度当初ぐらい

のときに、私、思ったんですけれども、３億

円までというのは、橋本市はかなり市内業者

を入っていただける枠というのは何か広いの

かなという、県下的に見まして、印象は持っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、１点目の市

内業者の方々から、我々でやりたい、できる

工事はできるだけ地元業者にというふうな声

につきましては、やはり陳情等々ではいただ

いてはおります。そういうことで、今までか

らも、例えばでございますが、公共下水道と

か推進工法、それから舗装工事等につきまし

ては、段階的に市内の業者の方々に、小さな

工事内容から経験を積んでいただいて、ある

程度、特殊推進工法等につきましては入札参
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加していただいておるという状況でございま

す。 

 それと、ＪＶの件でございますけれども、

先ほど市長のほうからもご答弁をさせていた

だきましたが、ＪＶもなかなか非常に業者同

士が共同でという話になるわけですけれども、

非常に技術的にも、いろいろ難しい面がござ

いまして、私が担当させていただいている間

の中では、ちょっと記憶がないわけで、また

ＪＶを組みますと、ＪＶ団体を認めるという

手続きに相当、数カ月の日数も必要になって

きます。しかし、大手企業との対抗していた

だくとすれば、やはり市内業者同士のＪＶな

り、大手業者を入っていただいたＪＶの共同

体も必要ではないかというふうにも考えてご

ざいます。 

 それから、分離発注、今後も入札業者をど

う決めていくのか、分離発注をという話、ご

意見かと思いますけれども、今後、できるだ

け分離発注をすることによりまして、市内業

者の方々に参画していただけるケース等があ

れば、やはり当然、行政側の発注責任はござ

いますけれども、それも踏まえた中で、でき

るだけ地元業者の方々に入札に参加していた

だける機会を増やすような形で今後、見直し

なり検討を進めていきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願い申し上げた

いと思います。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）いろんな決定のことを

副市長にご説明できたんですけども、その説

明の中で、委員会でこういうふうに考えまし

た、決めましたと。それで、実績も見てと、

先ほど１番議員かな、言うたでしょう。仕事

して、仕事をとっていかな経営審査も上がっ

ていかないんですよ。どこで実績、見るんで

すか。１回１回、100万円、200万円の仕事を

しとったところが、１億円、２億円の仕事を

発注できるんですか、行政として。だから、

その前に話し合いでしょう。こういうものが

出る場合は、市内業者を含めて、いろんな声

が上がったときですよ、これは条件とします

よ。声が上がったときです。上がってこない

ときはいいんですよ。業者が、今まで言うて

るけど、僕は議員やって、ずっと言うてます

けど、いまだ私のもとにはこういう仕事を私

たちは取りたい、市内業者でやりたいという

声は、少なくとも私には上がってきていませ

ん。議員も、もう８年ほどやっていますけど

も。そんなん、かめへんのですよ。やっぱり、

ほんで頑張ろうかという、一生懸命、この地

域、自分たちの技術を磨いてやる、大手のＪ

Ｖと組むことも大事なんですよ。それを、私

は、そういう部分で得られるものというのは

大きいと思うんですよ。私、自分の会社がや

っとるときにも、3,000万円そこらの仕事です

けども、やっぱりとりにいったら言われまし

たよ。おまえのとこは、会社が小さいと。ほ

な、何で小さいかわかるかと。わからないで

しょうと。あんたらだって、初め、大きな何々

株式会社、年間何千億もやっとる会社やけど、

初めの創立当時は何やったんよと。おやっさ

んが、社長が、タオルかけて、一生懸命仕事

をして、そないして大きいなってきたんでし

ょう。ということは、その社長らを助けた人

がいるんでしょうと。だから、大手になった

とき、大きくなったときは、今度、下で頑張

ろうとする人を助けるのが、これが社会の理

念なんだと。文句あるんやったら、それに対

する補償金を積めとか、1,000万円でも2,000

万円でも積んで、そしてこの仕事をしっかり

やってくださいよというぐらいのことを、よ

う言わんのかといって、仕事をとったことは

あるんですけれども、やっぱりそれぐらいの

熱意が地元業者にあるときには、私はやっぱ

りしっかりした説明責任と、そしてどういう
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ふうな形でやるんかとか、そういう場を持っ

ていただきたい、これからについて。今の副

市長の説明では、自分たちで勝手に決めてい

るんでしょうがね。自分たちで判断している

んでしょう。年間、橋本市の仕事、何ぼある

んですか。何百億もあるんですか。こういう

土木にしても。数億しかないのを、百何ぼに

割ったら、１個あたり単価、何ぼになるんで

すか。それを、何ぼやったって点数なんか上

がらんのですよ。だから、その部分を、私は

業者の、これからの思い、熱意というものを、

しっかりわかって、これからの改革に、なん

べんも言うていますよ、これも、言うてます。

ですから、その辺のことを踏まえて、方針を

しっかりこの場でお聞きしときたいんですけ

ども。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）先ほど、総務部長が

ご答弁させていただきましたとおり、今後い

ろんな角度から検討してまいりたいと思いま

す。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）指摘してください。 

○10番（平林崇行君）市内業者がしっかりも

のを言うてきて、この仕事はとりたいんだ、

これは頑張りたいんだという場合には、しっ

かりした説明責任と、これからのいろんな対

応を考えていってあげられるんですかという

ことを、やっているんですよ。そこの部分で

す。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）先ほどもご答弁さ

せていただきましたように、確かに３億200

万円、200万円オーバーで市外業者というよう

な実績もありました。そういうことで、やは

り、入札段階、管財課だけでの検討ではなし

に、設計段階も含めまして総合的に、各業者

の方々の声は聞かせていただきたい。そして

改善できるところ、また地元業者に受注の機

会を増やしていける部分については最大限、

努力をさせていただきたいということで、地

元住民の方々のご意見は聞かせてはいただき

ます。ただ、聞いた部分がすべてができるか、

できないかということについては、お約束で

きませんので、よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ５番 中西峰雄君。 

○５番（中西峰雄君）２点だけお尋ねしたい

んですけども、この入札を執行されたんです

けども、参加基準を設けて制限つきでやられ

ているんですね。結果から見ましたときに、

３社しか応札がなかったということは、ちょ

っと不自然といいますか、今、中堅も含めま

して、大手も含めまして、ゼネコンが、めち

ゃくちゃ繁忙であるというような事態でもな

いん違うかなと判断しているんですけども、

その中で、たった３社というのは、いかにも

結果から見たときに、参加者数が少な過ぎる。

このことについて、当局として、なぜこんな

に応札、参加者が少なかったというふうにお

考えなのか。そこには、先ほどのＩＳＯの件

もありますし、入札についてのグッドサプラ

イヤーを求めていくという、そういう発注者

としての努力も不足していたんじゃないかな

というふうに、ちょっとそれは推察できるわ

けですね。だから、ここのところの、どない

判断されているんかということは、１点、お

尋ねしたいと思います。 

 もう一点は、先ほどから要綱規則におきま

して参加基準を設けているというふうにおっ

しゃられていて、３億円という基準を設けら

れているということですけど、これは、どこ

かで線引きをして、基準の設定をしないこと

にはいけないんですけれども、金額と、先ほ

どおっしゃられた基準だけで判断をしていく

のはいいのかどうかということは、再度もっ



－40－ 

とよく検討していただきたいなというのがご

ざいます。というのは、確かに内容を見させ

ていただきますと、鉄骨づくりの１階建てと

いうことでございまして、普通の建設工事を

されているところであれば、ボリューム的に

は大きいんですけども、ボリュームが大きい

だけで基本的な仕事の内容は難しいものでは

ないと思うんですよ。だから、今後の検討の

課題といたしまして、そういう指名基準を設

けるときに、経営診断の点数、ＩＳＯ、それ

から金額だけではなくて、実質的に、その工

事の施工能力、業者に施工能力があるか、な

いかということの審査をする制度設計をして

いかないと、いつまでたってもこういう問題

が出てくると思うんですよ。金額とか、それ

から経営診断の点数、それからＩＳＯという

基準で、ぱっと切ってしまいますと、もう市

内の業者はついていけないのは当たり前です

し、今、これだけ議会でも議論されていると

いうのは、やっぱり１階建てで鉄骨づくり、

できるやないかという判断が、やはりあるん

だろうと思うんです。だから、今後の検討課

題としてですけども、そういう実際的な金額

の額とか、経営診断の点数とかを抜きにいた

しまして、実質的にその業者が施工能力があ

るかどうかという審査をする制度設計の検討

が要るんじゃないかと思うんですが、その辺

のお考えをお示し願いたいなと思います。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず１点目のご質

問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、最終的に入札をお願い、応札してい

ただいたのは３業者なんですが、設計図書の

購入につきましては、その段階では６業者ご

ざいました。結果的には、応札は３業者とい

うことになっております。これも、あくまで

も市としての推測の域を出ないわけですが、

やはり今、ご存じの新聞誌上等で、全国的な

指名停止、大手建設業者の方々の指名停止、

営業停止等の処分に伴います各公共、地方自

治体への参加自粛ムードが、これが一つの影

響をしておるんではないかということで、橋

本市の管財課のほうでも、各ほかの自治体か

らも指名停止の連絡が来てございます。また、

そういう公正取引委員会等々、警察等の取り

調べによりまして、近いうちに処分が予想さ

れるような業者の方は、参加を自粛する風潮

が今現在、広まっておるんではないかという

ふうなことで、一つの応札業者が少なかった

理由ということで考えてございます。 

 それから２点目のご質問でございますけれ

ども、非常に難しいといいますか、答弁とし

て難しいご質問をいただいてございます。今、

国のほうでは、総合評価方式といいますか、

やはり品質にこだわるという部分でのチェッ

ク体制、それから当然、今言われましたＩＳ

Ｏの部分もあるわけでございますけれども、

技術的に可能かどうかという判断につきまし

ては当然、大事なことで、先ほどから何回も

ご答弁させていただいておりますが、発注者

責任も生じてまいりますので、この部分まで

であれば、金額にこだわらなくして、市内業

者でも可能かどうかということについては、

非常に高度な難しいご質問でございます。こ

れにつきましては、私としましては明確なご

答弁ができないわけでございますけれども、

とにかくご答弁になりませんが、あえて今後、

地元業者の入札参加の機会を増やしていく努

力をさせていただきたいということで、私の

ご答弁とさせていただきたいと思います。恐

れ入ります。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）本工事請負契約の締結

に入る前に、私は行政に三つの点で問われて

いることがあったので、それがどう対応され
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たのかお尋ねしたい。 

 一つは、高野口こども園の場合、信太保育

所の保護者の皆さんが、この統廃合について

の反対意見が出ておった点、これ、一つ。 

 それから、簡潔に言います。二つ目は、私

どもが指摘した、幼保一元化の施設でありま

すけれども、設計の段階で。 

○議長（中上良隆君）３番 富岡君、議題外

になっておりますので、それは入札に関して

の質問にしてください。 

○３番（富岡清彦君）それから、この民間委

託で、行政が敗訴した自治体、視察に行って

きたんですよ、昨日。その説明責任を果たし

ていないというところで1,000万円の損害賠

償を、行政が行った自治体、見てきたんで。 

○議長（中上良隆君）違う、違う。そやから、

今、議案の中に上げられていることに関して

の質問にしてください。 

○３番（富岡清彦君）でも、これ、入札に入

る前に。 

○議長（中上良隆君）だから、入札に入る前

やなしに。 

○３番（富岡清彦君）どう対応したのかを尋

ねたいんですよ。 

○議長（中上良隆君）その工事契約に関して

のあれなので、ちょっと質問の趣旨がずれて

いると思います。 

 ほかにありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）今まで、ちょっといろ

んな議論、違う観点から、ちょっとお尋ねし

たいんですけれども、過日３月議会において

指定管理者が指定されたわけですけれども、

この指定管理者のほうから、今回のこの図面

に対して幾つか要望とかがあるというような

ことを聞いております。今回のこの入札、ま

た設計に対して、それら、実際に受けていた

だく指定管理者からの要望というのが反映さ

れているのか、また今回の契約の締結に対し

て、細部にわたっての仕様変更などについて、

どう対応されるというような形を契約をされ

ようとしているのかどうか、お答えください。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）指定管

理者の法人のほうから、今度、21年４月から

開園するにあたって、ハード面のいろんな間

取りとか、それから使い勝手のいいような形

の変更というのは聞いてございます。それに

つきまして、設計業者と変更できないかとい

う協議を持ちました。現在、第１回目の協議

の段階ですけれども、建築確認申請が、昨年

６月ですか、改正されまして、強化があった

中で、非常に変更できる余地というのが、大

変少なくなっております。聞ける部分、聞け

ない部分、今、整理いたしまして、聞けると

ころについては柔軟に対応して、着工中の変

更というのも認めてといいますか、変更でき

るものについては変更していただくというこ

とになっております。変更できない部分につ

いては、もう一定、いたし方ないのかなと。21

年４月開園、これはもう絶対条件ですので、

遅らすわけにいきません。その間に合う中で

最大限、努力していただくという話になって

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）今の、わかるんですけ

ども、そうじゃなくて、私、ちょっと聞かせ

てもらっているのは、設計業者としている、

また姉歯の事件があって、非常に許可、おり

てくるのが時間がかかって、このぎりぎりの

時間になってしまったというのはわかるんで

す。今回の、この新築工事を入札を行ってい

ただいた。そしたら、そこで変更きくという

ということは、今度、逆に言えば仕様変更に

なってくるわけですよね、実際に施工してい
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ただく業者から見れば。それが、設計図書の

中に、多分、現時点で盛り込まれていないん

だろうと思うんですけれども、設計者と市、

また指定管理者との話し合いの中で、できる

分は変えていきますよと。これ、ぜひ変えて

いただきたんですが、今回、この契約をする

にあたって、じゃ、この今の候補者になって

いる淺川組、これが決まったとして、そした

ら、この分、うちはこの２億七千五百何ぼで

すか、これの話でしょうと。こっから、また

追加とか、追加要りますよとか、そんな話が

出てくるんじゃないかなと思うんですが、市

当局として、どのように考え、また法人の希

望を、どの程度取り入れてやっていかれるお

つもりなんでしょうか。要は、子どもたちの

ことを第一に考えてほしいんです、今回のこ

ども園ね。子どもたちにとって、より過ごし

やすい、そんな施設にしていただきたいと思

うんですが、当局のお考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、設計変更等

についてお答えいたします。 

 まず、こども園の設計業務につきましては、

昨年の８月から、各設計事務所、幼保一元課

の子ども課、そして教育委員会とかというこ

とで、いろんな平面プランを考えながら、一

応11月に至るまで、最終11月に建築確認を出

してございます。その後、こども園の指定管

理者決定というのが平成20年の３月という中

で、まず建築確認は、ご承知のとおり、非常

に時間がかかるという中で、これは民間の確

認の検査機構に届けております。その場合で

したら、約４カ月ほどで終わるんですけども、

県で審査の場合は、約半年以上かかるという

ことで、今回の来年のオープンに向かっての

後ろからのスケジュールから考えれば、これ

が一番短い、妥当の線で一応、建築確認の許

可もおりております。その中で、契約変更、

特に間取りの変更は、もう間違いなく無理で

す。しようと思えば、すべて建築確認の出し

直しということで、再度また半年ほどかかる

と思います。ただし、軽微な変更、ロッカー

の位置をちょっとずらすとか、そういった内

容のものに建築確認上支障がないものについ

ては、内容変更等はできますけども、すべて、

まだ具体的にどの位置を、どう変わるかと、

内容変更的なものでしたら、請負契約の金額

の変更等は支障はございません。ただし今後、

基礎とかそういったもの、データ上で皆、や

っていますけども、どうしてもやむを得ない

ものが出た場合とかというのについては、そ

ういったものの増額というのはあり得ると思

いますけども、今の段階では、そういったも

のについて増額するという気持ちはございま

せん。まず業者と話をして、内容変更に持っ

ていくかどうかというので、できるだけ契約

範囲で、請け負った監督の都市計画としては、

そういった方向で進めたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第１号については、委員会の付託

を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）質疑ができないという
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ことですので、討論で申し上げたいことを言

います。 

 まず、この工事請負計画、いわゆる高野口

認定こども園の工事を発注するという前に、

しなければならないことがあるんだという点

です。一つは、信太保育所の保護者の皆さん

を中心に、現計画、信太保育所も統廃合する

と、認定こども園に廃合していくんだという

ことに対して、これは存続してほしいとした

声が出ております。これについて十分な行政

が説明、また保護者に納得をしていただくと

いうことが行われていないという。 

 それから、２点目として、幼保一元化施設

としての機能、いわゆる設計上も問題がある

というふうに、私は認識をしています。幼稚

園の機能を維持する、また保育所の機能を維

持する、そういう施設にする場合、現設計に

問題があるというのが、私の考えでございま

す。 

 第３点目が、最も大事です。先ほど13番議

員も言われました。子どものことを中心に考

えよということでありますけれども、民間委

託をめぐって訴訟が起きまして、裁判ですね、

裁判ざたになって、行政のやったことが、こ

れは違法行為に当たるということで敗訴した、

最高裁まで行っていますけれども、大阪大東

市を見てきたんですよ。それと、橋本市が現

在やっている、いわゆる引き継ぎの計画につ

いて、それをそのまんま実行した場合、この

大東市よりもひどい状況になると。つまり、

保護者が訴訟を起こしたら行政は負けますよ

ということですよ、見てきたら。だから、そ

うした問題を、しっかりと解決することを抜

きにして、施設を建設していくということに

対して、私は納得できません。 

 以上、反対討論とします。 

○議長（中上良隆君）ほかに討論する方、あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第１号 工事請負契約の締

結について を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中上良隆君）起立多数であります。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、選第１号につい

て質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 19番 中本君。 

○19番（中本正人君）橋本市の固定資産評価

員の選任について、ちょっとお伺いしたいん

ですけども、これで私、こういうふうに考え

るんですけども、本市の固定資産評価員に、

本来であれば本市に在住する、居住する人を

選任するのが本意じゃないのかなと思うんで

すけども、実は私、この決して清原さんを、

副市長をどうのこうの言うんじゃないんです

けども、本来でしたら橋本市在住の人を選任

するのが普通じゃないのかと思うんですけど

も、選任理由について、ちょっとお伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）従来から固定資産

評価員といいますのが、職員から出ていまし

て、ちょっとその辺の確認、できていません

けども、固定資産の外部の委員と、ちょっと

違いますので、評価員といいますのは１人で

職員から出ていました。ちょっと、その答弁

について、保留させていただきたいと思いま

す。 

○議長（中上良隆君）この際、30分まで休憩
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いたします。 

（午後２時17分 休憩） 

                     

（午後２時30分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い議案審議を行います。 

 19番 中本君の質疑に対する答弁を求めま

す。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）固定資産評価員の

関係でございますけども、これは地方税法の

第404条に規定されてございます。第404条の

第２項に、固定資産評価員は固定資産の評価

に関する知識及び経験を有する者のうちから、

市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選

任するということだけで、評価員の住所要件

はございません。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）もう少しね、私、副市

長がどうのこうのいうんじゃなしで、だれが

来てもうても、なるほどなというふうな人を

選任してほしいというのは、先ほども言いま

したように、税金も橋本市に出していない人

に、おかしくないのかなというのを、私、そ

う感じただけでお聞きしただけで、これから、

もう少しやっぱり選任するにしても、やはり

しっかりして調査した上で選任していただき

たいということを要望して終わります。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）私も少しダブって質問

を考えていたんですが、ちょっと固定資産評

価員というの、この評価員の、そしたら現在、

構成ですね、今、市町村長が命ずるというこ

となんですことなんですが、今、何名いらっ

しゃって、それは庁内だけなのか、一般市民

の方も入っておられるのか、教えてください。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）固定資産評価員は

１名でございまして、従来から助役が選任し

てございました。複数いてますのが、固定資

産評価審査委員ということで、それは職員以

外の市内に住所を有する者でございます。五

人でございます。 

○議長（中上良隆君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）すいません、ちょっと

勉強不足で失礼しました。そしたら、この評

価員の仕事なんですが、多分、固定資産の評

価替えが行われるに際して、それを指揮をと

っていくだとか、担当部局でしたものに対し

て精査を行うとか、そういった業務というこ

とで理解させていただいてよろしいんでしょ

うか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）あくまでも、行政

内部の委員でございますので、市長のかわり

をして、そのような仕事をするものでござい

ます、固定資産評価員のほうは。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）今回の評価員につきま

しては、副市長である清原氏がなるというこ

となんですけども、かなり私は、行政改革を

含めて副市長という立場、非常に激務やと思

っています。そこで、またこういうふうな評

価員のとこに入って、本当に、またちゃんと

した、できるとは思いますけども、また負担

にはならないんかな、いろんな形の中で、ほ

かのあれにも支障はないんかなと、そこを一

番心配するところなんですけども、それはど

うでしょう。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）その辺も考慮して

選ばせていただきました。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第１号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、選第１号 橋本市固定資産評価

員の選任について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

   


